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笑顔と夢が膨らむまち 
【ともに支え合う挑戦と再生】 

 
 

前期基本計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

住住民民協協働働にによよるる豊豊かかなな暮暮ららししとと安安全全安安心心ななままちちづづくくりり  

（１）地域と住民のちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■住民自治  

■行政運営  

■財政運営 

■広域行政  

■行政事務の効率化 

 

（２）安全安心を支えるちから ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ■消防・防災  

■交通安全・防犯 

■消費生活 
  

（３）財産を活かすちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■土地利用  

■公共施設 

地地域域でで支支ええ助助けけ合合うう子子育育てて・・福福祉祉とと教教育育ののままちちづづくくりり  

（４）育み支え合うちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ■地域福祉     

■児童福祉     

■障害者福祉    

■高齢者福祉 

   ■保健・医療 

■国民健康保険・後期高齢者医療 

■介護保険 

第３章    前期基本計画（施策項目） 

１６ 

１８ 

１９ 

２０ 

１５ 
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（５）次代を担うちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■学校教育 

■社会教育  

■青少年健全育成 

 

（６）文化を継承するちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■文化の振興  

■スポーツ・レクリエーション 

■交流事業 

景景観観美美化化とと自自然然環環境境をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

（７）良好な生活環境をつくるちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ごみ・汚水処理  

■環境保全  

■水資源 

 

（８）生活基盤を向上させるちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■道路交通網 

■住宅  

■水道  

■河川管理  

■公園緑化 

地地域域のの強強みみをを活活かかししたた賑賑わわいいああるるままちちづづくくりり  

（９）魅せる観光のちから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■観光 

 

（１０）賑わいを生むちから ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■農林業 

  

  
  

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２６ 
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【前期基本計画】  
地域の実情にあった地域経営と、これまでのまちづくりで培われた経験や工夫等を

十分に踏まえたなかで、『笑顔と夢が膨らむまち』を基本理念として掲げ、「住民協働

による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり」、「地域で支え助け合う子育て・福祉と

教育のまちづくり」、「景観美化と自然環境を活かしたまちづくり」、「地域の強みを活

かした賑わいあるまちづくり」の４つを重点項目として整理しました。 

前期基本計画では、分野別の具体的な柱である「１０のちから」ごとに、取り組む

べき主要課題を明らかにしました。 
 
 
 

 

地域と住民のちから 
■住民自治 ■行政運営 ■財政運営 ■広域行政 ■行政事務の効率化 

 
安全・安心を支えるちから    
■消防･防災 ■交通安全･防犯 ■消費生活 

 
財産を活かすちから 
■土地利用 ■公共施設 

 

 

育み支え合うちから 
■地域福祉 ■児童福祉 ■障害者福祉 ■高齢者福祉 ■保健・医療      

■国民健康保険・後期高齢者医療 ■介護保険    

次代を担うちから 
■学校教育 ■青少年健全育成 ■社会教育 

 
文化を継承するちから  
■文化の振興 ■スポーツ・レクリエーション ■交流事業 

    
  

  良好な生活環境をつくるちから 
■ごみ・汚水処理 ■環境保全 ■水資源 

 
生活基盤を向上させるちから  
■道路交通網 ■鉄道･バス ■住宅 ■水道 ■河川管理 ■公園緑化 

       
魅せる観光のちから 
■観光 

 
   賑わいを生むちから 

■農林業 ■水産業 ■商工 

住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり 
 

１ 

２ 

３ 

地域で支え助け合う子育て・福祉と教育のまちづくり 
 

４ 

５ 

６ 

景観美化と自然環境を活かしたまちづくり 
 

７ 

８ 

地域の強みを活かした賑わいあるまちづくり 

９ 

10 
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第第３３章章  前前期期基基本本計計画画  
  

住住民民協協働働にによよるる豊豊かかなな暮暮ららししとと  

安安全全安安心心ななままちちづづくくりり  

 

 

 

【施策項目】 
 

■ 住民自治 

① 住民の幅広い意見を町政に反映するため、住民意見公募（パブリック・コメント）

制度の充実を図るとともに、定期的に住民懇談会を開催します。また、個人情報

の保護と適正な情報公開制度の運用を図ります。 

② 幅広く、わかりやすい行政情報の公表・提供に努め、地域住民との情報の共有を

図ります。 

③ 性別などに関係なく、住民の誰もが地域社会活動に参加しやすい環境づくりに努

めます。 

 

■行政運営 

① 行政改革を推進し、定員適正化計画に基づく職員の定員管理を進めるとともに、

良質な行政サービスを行うため、職員の能力開発の為の研修や働きやすい環境づ

くりに取り組みます。また、小規模団体のメリットを活かした事業の効果検証を

行い、住民ニーズに対応した施策展開を行います。 

② ボランティア団体や各種団体、ＮＰＯ団体等が主体的に町づくりに参加できる環

境整備に努めます。 

③ 地域住民や事業者との協働による移住・定住促進対策に取り組みます。 

 

■財政運営 

① 計画的な財政運営を進めるとともに、将来の行政需要に備え、各種基金への積立

てを行います。 

② 町税、手数料・使用料などの徴収強化を図り、自主財源の確保に努めながら、適

正かつ健全な財政運営を進めます。 

③ 町の財政状況を分かりやすく公表します。 

１

  

地域と住民のちから 

 
 
 

第
３
章 

 
 

前
期
基
本
計
画
【
施
策
項
目
】 



17 

 

■広域行政 

① 多様化する行政需要への対応や効率的な行政運営を図るため、広域的な体制づく

りを推進します。また、広域ごみ処理施設の建設を推進し、効率的な運用に努め

ます。 

② いすみ衛生センターの基幹的設備改良を実施し、施設の延命化とＣＯ2 の排出量    

削減に取り組みます。 

③ 地域の中核病院として「いすみ医療センター」の充実を図ります。 

④ いすみ鉄道の利用促進を図り、経営の安定化を推進します。 

 

■行政事務の効率化 

① 情報化（情報のデジタル化）・国際化への対応を図るとともに、高齢者等に配慮し

た行政サービスを実施します。 

② 行政システムの計画的な更新を行い、安定したシステムの運営に努めるとともに、

事務の効率化を図り、住民サービスの向上を図ります。 

③ 地上デジタル放送視聴困難地区における受信環境整備について、関係機関と協

議・調整を図ります。 
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■消防･防災 

① 災害対策全般について具体的に定めた町地域防災計画に基づき、様々な災害に対

応するとともに、必要に応じ適宜見直しを行います。また、災害時要援護者にか

かる情報の把握・管理体制や安否確認、避難誘導の指揮・命令系統を整備するな

ど、災害時要援護者支援体制の確立を図ります。 

② 住民に迅速かつ確実な情報伝達を行うため、防災行政無線をアナログ波からデジ

タル波へ移行させるための準備を進めます。 

③ 消防団活性化計画に基づき、車輌及び施設の整備を進めるとともに、消防団員の

確保対策に努めます。 

④ 災害時の備蓄品の確保に向けて、計画的な備蓄品の更新や災害協定の締結を進め

ます。 

⑤ 自主防災組織の防災に対する意識高揚を図るため、自主的な防災訓練活動を促進

支援するほか、各家庭における防災意識の啓発に努めます。 

 

■交通安全･防犯 

① 安全意識の高揚を図るため、交通安全対策事業を継続的に実施し、地域ぐるみの

交通安全推進体制の確立に努めます。 

② 安全で安心して暮らせるまちづくりのため、行政、住民、事業者及び各区で連携

を図り、防犯対策の充実を図ります。 

 

■消費生活 

① 消費者被害の拡大・未然防止のため、消費生活出前講座の開催や被害防止情報の

発信を促進し、地域に根ざした啓発活動を推進します。 

② 複雑化する消費者被害問題に対し、迅速かつ適切に対応できるよう、関係機関と

の連携を強化します。 

 

 

 

 

 

 

２

  

安全安心を支えるちから 
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■土地利用 

① 建築物の規制や都市計画施設整備、都市計画基礎調査等、御宿町都市計画の適正

な運用、自然公園の保護等に努めます。 

② 町有地の適正な管理に努めるとともに、未活用地については活用検討委員会の提

言を踏まえ、有効な活用方法を検討します。 

また、民間企業誘致制度を整備し、町に適した民間事業所の誘致等を進めます。 

 

■公共施設 

① 安全で効率的な公共施設の運営を図るとともに、指定管理制度の導入について検

討します。また、公共施設の統廃合について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産を活かすちから ３  
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地地域域でで支支ええ助助けけ合合うう子子育育てて・・福福祉祉とと  

教教育育ののままちちづづくくりり  
 

 

 
 

■地域福祉 

① 一人暮らし世帯や核家族化等の進展に伴い、希薄になりがちな地域とのつながり

を見直し、地域で支え合うやさしいまちづくりを推進します。 

② 自然災害等の有事の際に、要援護者が避難するための援助体制を整備し、安心し

て暮らせるまちづくりを推進します。 

③ 高齢者世帯や一人暮らし世帯が必要とする民間事業所等のサービスの利用を、効

果的に活用できるよう情報提供に努めます。 

 

■児童福祉 

① 働く保護者が安心して子どもを預けられ、子どもの自主性や社会性、創造性など

の向上を目的に、保育所や放課後児童クラブの充実を図り、子育て世代を支援し

ます。 

② 老朽化した保育所施設の移転統合を含め、（仮称）保育所施設等建設委員会による

検討協議や保護者を対象とした調査を実施します。 

 

■障害者福祉 

① 障害のある方々が安全に外出できるように公共施設の総合的な整備を進めます。 

② 障害のある方々が安心な日常生活を送るための相談支援体制の整備や雇用の場の

確保を図ります。 

③ 家族のいない障害者等の権利保護に、成年後見人制度の利用支援を行ないます。 

 

■高齢者福祉 

① 高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに生きがいのある生活を送れるよう、

生きがいづくり事業の充実を図ります。 

② 高齢者を災害や犯罪から守るため、関係機関との連携を強化し、安心して暮らせ

るまちづくりを目指します。 

 

 

育み支え合うちから ４  
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■保健･医療 

① がん検診、予防接種をはじめとする疾病予防施策の充実と受診率向上を図り、住

民の健康づくりを推進します。 

② 住民が、より良い生活習慣を続けることができるようサポート体制を整備し、地

域ぐるみで健康長寿の町を目指します。 

③ 県保健医療計画等に基づき、安心して医療を受けられる体制づくりに努めます。 

 

■国民健康保険・後期高齢者医療 

① 疾病の発症や重症化を予防するため、特定健康診査をはじめとする健診事業の充

実を図り、被保険者の健康づくりを支援します。 

② 被保険者の負担軽減を図るため、適正な医療受診を呼びかけ、医療内容の点検に

努めます。 

③ 医療保険制度の趣旨に基づく、資格適用・保険税（料）の適正な賦課徴収事務を

行います。 

 

■介護保険 

① 介護予防事業の充実を図り、高齢者が元気に過ごすことができる町を目指します。 

② 介護家族の経済的な負担を軽減し、在宅での介護生活を送ることができるための

各種事業を展開します。 

③ 認知症高齢者など要介護（支援）状態の方が、介護サービスを効果的に活用でき

るよう、関係機関と連携した介護サービスの提供に努めます。 
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■学校教育 

① 各教科の基礎基本の確実な定着と健康教育及び体力づくりを推進し、「確かな学

力」と「健やかな体」を育む学校教育を推進するとともに、道徳教育の充実と多

様な体験活動により、「豊かな心」を育てます。 

② 安全安心な教育環境を整備するとともに、「災害に強い学校づくり」、地域や保護

者に「信頼される学校づくり」を推進します。 

 

■社会教育 

① 心豊かなひとづくりをめざし、「いつでも」「どこでも」「だれでも」が学習活動に

参加でき、住民同士が交流できる環境づくりを推進します。 

② 住民の健康維持・増進や交流の活発化を図るため、気軽に楽しみ継続できる生涯

スポーツの振興や指導者の育成に努めます。また計画的に施設の改修を行い、利

便性の向上を図ります。 

 

■青少年健全育成 

① 家庭や地域、学校、企業、行政など、それぞれの役割分担を理解し連携を図ると

ともに、地域が一体となり、青少年の健全な育成に取り組むまちづくりを推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  次代を担うちから 
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■文化の振興 

① 古くから海を介して幅広い地域との交流が行われてきた御宿町には、貴重な文化

財・伝統文化が数多く残されています。それらの保存、継承に努めるとともに、

文化財の周知や学習機会の拡充を推進し、地域に対する誇りと愛着心の醸成を図

ります。 

 

■スポーツ・レクリエーション 

① ビーチバレーやオーシャンスイム、ライフセービングなど、地域資源である海岸・

海を積極的かつ幅広く活用しながら、海岸部ならではの地域文化を盛り上げてい

きます。 

② 里山・里海の魅力が凝縮したトレイルコースやサイクリングコースを有効活用し、

地域の自然や文化など、ウォーキングやレクリエーションを通じた新たな切り口

での魅力発信を積極的に進めます。 

 

■交流事業 

① 「日本・メキシコ・スペイン三国友好の絆記念日」等を通じて、住民の文化交流

を促進するとともに、メキシコ記念公園をはじめとする文化資源を有効活用しな

がら日西墨文化交流拠点づくりを進めます。 

② 史実に基づいたメキシコ・スペイン・ドイツ等との文化的な交流を引き続き実施

していくとともに、御宿町国際交流協会や住民が主体となる交流を推進し、継続

的に幅広い層が参加する交流機会の提供に努めます。 

③ 中学生の｢海と山の子交流会｣を引き続き実施するとともに、「海の文化」と「山の

文化」が世代を超えて様々な分野の交流へ発展していくよう野沢温泉村との友好

を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

文化を継承するちから ６  

 
 
 

第
３
章 

 
 

前
期
基
本
計
画
【
施
策
項
目
】 

 
 
 

第
３
章 



24 

 

景景観観美美化化とと自自然然環環境境をを  

活活かかししたたままちちづづくくりり  
 
 

 

 

■ごみ・汚水処理 

① ごみの減量化・再資源化を推進し、環境基準をクリアした適正処理を行います。

また、ごみ処理に係る環境負荷を低減し、次代を担う子どもたちにより良い自然

環境を残せるように努めます。 

② 川や海の水質保全のため、汚水処理の方法について総合的に検証し、効率・効果

的な汚水処理事業を進めます。 

 

■環境保全 

① 環境美化及び環境保全を推進するため、環境整備員の配置及び町民清掃等により

効率的な環境整備等に取り組みます。また、不法投棄の早期回収を実施するとと

もに、不法投棄監視員による定期的な監視活動を行い、効果的な対策を図りなが

ら住民一人ひとりの環境保全に対する意識の向上に努めます。 

② 国の天然記念物であるミヤコタナゴの保護・繁殖を行うための環境整備に取り組

みます。 

③ 美しい自然を維持するため、自然公園の保護・保全に努めるほか、自然を活かし

た景観形成を図るため、景観計画や景観条例等の調査研究に取り組みます。 

④ 化石化燃料に依存しない再生可能エネルギーを活用したまちづくりに取り組みま

す。 

 

■水資源 

① 溜池等の施設管理については、受益者とともに補修や更新に努めます。 

② 水源涵養林の保全のため、無許可開発や伐採の監視･指導を行うとともに、定期的

なパトロールを実施します。 

 

 

 

 

７  良好な生活環境をつくるちから 
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■道路交通網 

① 町内の道路施設等を再度検証し、安全・安心な施設整備を計画的に進めるととも

に、県及び関係市町村との協力のもと広域的な道路網整備に努めます。 

② 日ごろからの道路パトロールと地域住民の協力により、生活関連道路の維持管理

を図ります。 

③ 鉄道運行・駅舎内施設整備等については、広域的な要望活動を推進し、ＪＲ外房

線の利便性の向上を図ります。 

④ 民間バス路線の継続的な運行要望や町運行バスのルート・時間の調整による利便

性の向上とあわせ、高齢者対策・定住化対策として町内巡回バスの運行について

検討を進めます。 
 

■住宅 

① 住宅、建築物の耐震診断、耐震改修等を進めることにより、耐震化を促進します。 

② 町営住宅長寿命化の計画を進めます。 

 

■水道 

① 経営健全化計画に基づき、県水道総合対策事業の活用や水道料金の見直し等によ

り、経営の安定を図ります。 

② 住民に安全で安定的な水を提供するため、水需要に即した計画的施設整備及び赤

水対策等に取り組みます。 
 

■河川管理 

① 洪水による被害防止のため、河川整備に係る協議・検討を行うとともに、災害復

旧には迅速に対応します。 

② ボランティア団体等の協力により、河川沿いの環境整備に努めます。 
 

■公園緑化 

① 公園や名所を活用した各種取組みを行うほか、住民が利用できる公園環境づくり

に取り組みます。 

② 公園維持・管理については、行政をはじめ、関連企業や地域ボランティア等との

協力体制を整え、利便性の向上に努めます。 

③ 清水川周辺における環境整備については、関係機関と協議しながら計画の推進を

図ります。 

８  生活基盤を向上させるちから 
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地地域域のの強強みみをを活活かかししたた  

賑賑わわいいああるるままちちづづくくりり  
 

 

 

 

■観光 

① 観光ニーズの多様化に対応するため、各種関係団体による主体的な取組みを促進

するなかで新しい事業や観光資源の発掘に取り組むとともに、御宿らしい特性の

ある観光イメージを創出し、観光地のブランド化を目指します。 

② 自然・歴史・観光資源を効果的に活用するため、近隣市町と連携した事業に取り

組みます。 

③ 観光客が快適に過ごせるよう、各施設のバリアフリーを計画的に進めるとともに、

施設管理や植栽など景観の維持・向上に努めます。 

④ 農林水産業や商工業と連携し、地場産品を活用した地域振興策に取り組みます。 

 
 

 

 

 

 

■農林業 

① 食の安定供給を目指して、農業の経営合理化や担い手確保に努めます。 

② 農業体験や土地活用型プログラム等による付加価値農業を推進します。 

③ 消費動向に順応した将来性のある成長作目の選定と普及を推進します。 

④ 土地改良事業等農地の整備事業を継続して実施し、優良農地の確保を図ります。 

⑤ 有害鳥獣対策に取り組みます。 

⑥ 里山地域の景観保全活動を推進します。 

 

 

 

 

 

９  魅せる観光のちから 

１０  賑わいを生むちから 
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■水産業 

① 資源管理型漁業を推進するため、アワビや伊勢えびの生息、繁殖環境を改善し、

安定した漁獲量を確保するための環境整備に取り組みます。 

② 漁業関係機関との連携を強化し、漁業資源の維持向上に努めます。 

③ 漁獲共済加入者の掛金補助を行い、漁業経営の安定を図ります。 

④ 漁業協同組合と６次産業化を検討します。 

⑤ 漁港の機能を維持、増進するため、漁港施設の適正管理に努めます。 

 

■商工業 

① 農業・水産業・観光業、事業者や関係機関との連携を図る中で、消費者の利便性

の向上を促すとともに、商工業の活性化を図ります。 

② 住民と町内店舗とのコミュニティ向上を促進するなかで、多種多様なアイデアの

なかから御宿のブランドづくりを進めます。 

③ 商工会と連携し、事業者の経営基盤強化を促進します。 
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笑顔と夢が膨らむまち 
【ともに支え合う挑戦と再生】 

 

 

住住民民協協働働にによよるる豊豊かかなな暮暮ららししとと安安全全安安心心ななままちちづづくくりり  

（１）地域と住民のちから 

■住民自治 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■行政運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■財政運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■広域行政 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■行政事務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（２）安全安心を支えるちから  

   ■消防・防災 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■交通安全・防犯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■消費生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

（３）財産を活かすちから 

■土地利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■公共施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

地地域域でで支支ええ助助けけ合合うう子子育育てて・・福福祉祉とと教教育育ののままちちづづくくりり  

（４）育み支え合うちから 

   ■地域福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■児童福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■障害者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■高齢者福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ■保健・医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■国民健康保険・後期高齢者医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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（５）次代を担うちから 

■学校教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■青少年健全育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■社会教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（６）文化を継承するちから 

■文化の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

景景観観美美化化とと自自然然環環境境をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

（７）良好な生活環境をつくるちから 

■ごみ・汚水処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■環境保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■水資源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（８）生活基盤を向上させるちから 

■道路交通網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■鉄道・バス路線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■河川管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■公園緑化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

地地域域のの強強みみをを活活かかししたた賑賑わわいいああるるままちちづづくくりり  

（９）魅せる観光のちから 

■観光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（１０）賑わいを生むちから 

■農林業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■水産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■商工業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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住住民民協協働働にによよるる豊豊かかなな暮暮ららししとと

安安全全安安心心ななままちちづづくくりり  

 

 

【住民自治】   
《現状と課題》  
人口減少と少子高齢化が進むなか、これまで以上に住民と行政による協働のまちづ

くりが求められています。 

町の施策の策定過程における住民の町政参加と協働によるまちづくりを推進するた

めには、より丁寧でわかりやすい行政情報の提供や説明に併せ、住民意見の反映が不

可欠であり、その手段として広聴制度や住民意見公募（パブリック・コメント）が制

度化されていますが、これまでの運用実績等を踏まえると、制度周知を十分に行う必

要があります。 

 現在、町の取組みや各種事業を住民に提供し理解していただくため、毎月の広報紙

に加え、月２回のお知らせ版を発行しています。ホームページについては、情報検索

しやすいようトップページの構成を含め更新しましたが、より利用しやすいよう継続

的に更新することが必要です。また、情報提供については、ホームページの活用のほ

か、高齢者に対応した読みやすい広報紙づくりに配慮するなど、地域の実情に対応し

たきめ細かな行政情報の提供・充実が求められます。 

住民自治の実現のためには、行政の説明責任の原則に基づき、十分な行政情報を公

開・共有していくことが重要です。 

また、情報公開の拡充に努める反面、個人情報保護法に基づく個人情報の保護にも

努めていくことが欠かせません。 

協働のまちづくりを進めるため、定期的に町長と職員が地域に出向き直接対話する

「住民懇談会」を実施しています。今後は、住民参加型まちづくりのため、より多く

の参加を促進するとともに、出された要望等は職員間で共有し検討することが重要で

す。 

また、男女共同参画を推進するため、性別の区別なく、だれもが地域社会で能力を

発揮できる環境を構築することが必要となっています。 
 
 
 
 

１ 地域と住民のちから 
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《取組む施策》  

① 住民の行政参加促進と開かれた町政運営に取り組みます 

■広く住民の意見を求めるための手段として、意見公募（パブリック・コメント）制

度や町づくり提案制度がありますが、より効果的な活用を図るため、庁内での統一

的な運用を図るほか、広報紙等を活用して制度の周知を図り、住民の声を十分反映

した町政運営に取り組みます。 

■地域コミュニティを推進し、住民に身近な行政サービスを円滑に行うため、行政区

の運営を支援し、住みよいまちづくりを進めます。 

■高齢化の進展に対応し、幅広くわかりやすく丁寧な行政情報の提供に努めます。 

■情報公開制度と、個人情報保護制度の適正な運用を図ります。 

■行政施策の説明と住民意見聴取のため、引続き「住民懇談会」を実施します。また、

要望や課題を解決するために職員間の情報共有にも努めます。 

 

② 広報活動の充実による行政情報を提供します 

■広報紙、お知らせ版の発行やパソコン版・携帯版ホームページの運用により、幅広

く情報を提供します。イベント案内や出来事の紹介に偏りすぎないよう、行政課題

や検討事項等にも目を向け、見やすくわかりやすい行政情報の積極的な提供に努め

ます。 

■各課で管理しているホームページについては、より一層の充実を図るため、情報内

容や分かりやすい構成などについて協議・検討し、充実した情報提供に努めます。 

■町の情報を広く提供するため、情報提供コーナーを運用し、町の出来事や各種事業

の案内、案内パンフレット等を準備するほか、公民館と連携して、ＤＶＤを活用し

た情報提供を行うなど、充実を図ります。 

■議会は、住民を代表する公選の議員をもって構成される地方公共団体の意思決定機

関です。住民生活に密着した予算や条例の制定・改正などについて話し合う本会議

は、年４回の定例会と必要に応じて招集される臨時会があります。 

本会議において審議された内容や議決結果をわかりやすくまとめ、常任委員会など

の議会活動についても、ホームページの活用や議会だよりの発行により迅速な情報

提供を行います。 

 

③ 男女の区別なく、だれもが社会参加できる環境づくりに取り組みます 

■男女共同参画の推進が求められる中、各種委員会への女性委員の登用を進めるなど、

性別にとらわれず能力を発揮できる環境づくりに努めます。 
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【行政運営】  行政基盤の強化と多様な主体による協働のまちづく

り《現状と課題》  
多角的な行政サービスが求められているなか、簡素で効率的な行政運営を図るため

事務事業の合理化などにより職員を削減してきましたが、定年以外の退職に伴い想定

する職員数に不足が生じているため、町定員適正化計画に基づき適正な人員を確保す

る必要があります。 

また、職員の資質向上に向けて、研修をより充実させるなど、総合計画における施

策を着実に実行するための行政基盤を整え、円滑に業務が遂行できる組織体制を構築

していくことが重要です。 

ボランティア団体等との協働による町づくりについては、これまで行政主導による

取組みが多く、ボランティア団体等の専門性を活かした事業展開が図られていない状

況です。今後は、ボランティア団体等が主体的に取組む活動を支援する施策転換を行

う必要があるほか、行政とボランティア団体等が担うべき役割を明確にした町づくり

事業が求められます。 

また、人口増加を図るための定住化施策については、都市部住民を対象にしたニー

ズ調査やパンフレットの作成、体験ツアーなどを実施し、引き続き定住化促進事業を

展開していきますが、「住民の暮らし満足度向上」に目を向けた施策とのバランスを踏

まえたなかで事業展開を行う必要があるほか、若者定住化促進の具体的取組みについ

ても課題となっています。 

 

《取組む施策》  

① まちづくり活動を行う団体等を支援します 

■ボランティア団体等における町指定の地域活動において、活動時間に応じたらくだ

カードポイント付与事業を引き続き実施し、ボランティア活動に対する支援と同時

に、地域活性化につなげていきます。 

■ＮＰＯ法人発足時に対するＮＰＯ法人活動補助制度の創設のほか、ＮＰＯ法人設立

に向けた事務手続きの方法や意見交換、情報提供など、ＮＰＯ法人と連絡調整を図

る体制を整えます。 

 

② 移住・定住化を促進し地域活性化を図ります 

■定住化促進対策については、豊かな自然の中での生活に関心のある都市部住民を対

象にした体験ツアーを実施します。不動産情報の提供にあわせアジ釣りや芋ほりと

いった体験を通じて御宿の魅力を伝え、また、地域文化や風習、史実に触れる機会

を設けるなど、定住化促進を全庁的に取り組みます。 
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■公共施設における公共アクセスポイントにおいて、無料でインターネットに接続で

きる環境の充実を図り、行政情報をはじめとする地域情報を提供します。 

■空き家情報など、定住希望者が必要とする情報を提供します。不動産情報について

は、ホームページにおけるバナー広告の継続的促進と連動した取組みの中で、定住

情報を集約した見やすく検索しやすい環境を整えます。 

 

③ 効率的な行政運営を行います 

■町の行政需要や類似団体の状況を勘案しつつ、職員定員の適正化を図るとともに、

常勤職員と臨時職員のバランスや職員経験階層の偏在が解消できるよう計画的な人

事管理を行います。また、職員一人ひとりの力を最大限に活用し、住民に良質な行

政サービスを行うため、働きやすい環境づくりや、職員のメンタルヘルスについて

配慮します。 

■職員の資質の向上に向けて内部研修の実施や、身近な研修として民間の力を借りた

外部研修を行い、職員のスキルアップに努めます。また、職員一人ひとりがこれま

での経験を活かした職員間の情報共有に努めます。 

■住民協働の推進と将来に責任が持てる自立した行政運営を行うためには、各施策の

投資効果等を検証し、次の施策実施へ反映させることが必要です。当町では、小規

模団体のメリットを活かし、負担金審査会の意見や予算協議における事業の効果検

証をもとに、施策の有効性・必要性を考察しながら進めていきます。 
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【財政運営】  
《現状と課題》 
国の経済見通しでは、景気は依然として厳しい状況にあるものの、東日本大震災の

復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあると示されていますが、地方財政は

依然として厳しい状況にあります。 

 本町においても、歳入の根幹である町税収入は、少子高齢化や人口減少が見込まれ

る中、今後も税収の減少が予測されます。また、地方交付税は、近年、地域主権改革

に沿った財源として増額交付されているものの、国政の動向や経済情勢に左右される

ことから、自主財源の確保が必要となります。 

一方、歳出面では、各種防災対策をはじめ少子高齢化社会の進展による扶助費や社

会保障関係経費への繰出金など義務的経費の自然増に加え、子育て支援対策、産業振

興や教育振興対策など、多方面にわたり行政需要も山積しています。さらに、防災行

政無線のデジタル化や道路・橋梁の長寿命化対策を進めるため、特定目的基金を計画

的に積立てる必要があります。また、事業の計画にあたっては、将来の財政負担を十

分考慮しながら、財政措置のある有利な借入れを行うことも必要です。 

厳しい財政状況を職員個々が認識し、最小の経費で最大の効果を発揮できるようコ

スト意識の徹底を図るとともに、未収金徴収対策や税外収入にも目を向け、自主財源

の確保に取り組むことが求められています。 

 

《取組む施策》 

① 新たな自主財源確保に取り組みます 

■現行の広告掲載制度において、広報紙やホームページ、封筒の媒体で取り組んでい

ますが、このほかにも利用可能な広告収入について検討します 

■国・県や他自治体の動向を注視し、補助・助成制度の効果的な活用に努めるととも

に、各分野において、新たな自主財源の確保について検討します。 

 

② 将来の財政需要に備え、計画的な基金の積立て・運用を図ります 

■施設や設備の安全性や機能性を確保するほか、適正な維持管理のための財源として、

計画的に基金積立を行い、将来財政の安定化を図ります。 

 

③ 滞納整理の実施や徴収の強化に取り組みます 

■財産の差押や差押債権の取立てなどの滞納整理を実施するほか、インターネット公

売の導入、納税者の納付方法の利便性向上や納税意識の高揚を図り、滞納額の縮減

に努めます。 
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■町税だけではなく、他の未収金についても職員が認識し徴収能力を向上させ、横断

的な徴収体制強化を図ります。  

 

④ 課税客体や課税所得の適正把握に取り組みます 

■固定資産税の課税客体適正把握のため、土地評価の見直しや状況類似地域区分の見

直し、土地家屋現況図の修正及び作成のための航空写真撮影を実施します。 

■新築、増築家屋の間取りや現場調査情報を電子データとして登録し、評点数の計算

を自動的に行うことにより適正な家屋の課税と事務効率の向上を図ります。 
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【広域行政】 
《現状と課題》 
行政事務の効率化や広域的な行政課題に対応するため、近隣市町との連携を図りなが

ら事務の共同処理や課題解決に向けた取組みを行ってきました。夷隅郡市広域市町村圏

事務組合については、共同事務として休日診療及び病院群輪番制の運営や介護認定審査、

障害程度区分認定審査会などを行っていますが、中でも消防・救急車両及び資機材の整

備、消防職員の人件費など消防費に係る負担割合が多い状況です。今後、住民の人口な

どの動向を踏まえ、常備消防と非常備消防が最大限の力を発揮した消防活動を行える体

制づくりに配慮しながら、安心して暮らせる町づくりを進める必要があります。また、

消防救急デジタル無線化や高規格救急車等の更新についても更新時期などを見極めな

がら進める必要があります。 

夷隅地域のごみ処理については、構成市町がそれぞれ単独で実施しています。可燃

ごみは、３施設を整備・稼働し、御宿町はいすみ市（旧大原町）分、いすみ市は大多

喜町分を受け入れています。しかし、いずれの焼却施設も老朽化が進んでおり、新し

い施設の建設が急務な課題となっています。 

広域化処理の検討にあたり、構成市町でごみの収集・分別方法あるいは、ごみの減

量目標等統一した基本方針を定め、より公平で効率的な施設建設・管理運営方法のあ

り方について協議を行っていく必要があります。 

国保国吉病院は、老朽化による建て替えを行い、平成２１年２月に「いすみ医療セ

ンター」と名称を変更し、新病院がスタートしました。新病院建設にかかる費用は、

外溝工事費を含む建設工事費が３８億８千７百万円、医療機器購入費として１０億５

千万円となり、いすみ市７９％、大多喜町１５％、御宿町６％の割合で負担すること

となっています。また、交通の利便性を図るため１日３回の直通バスを運行していま

すが、御宿町からの利用は少ない現状にあります。 

夷隅環境衛生組合については、いすみ市、大多喜町及び御宿町のし尿と浄化槽汚泥

を処理していますが、施設の老朽化が進行しているため基幹的設備改良を実施し、施

設の延命化とＣＯ2 排出量を削減する必要があります。 

いすみ鉄道については、会社や自治体、住民が一体で活性化に取り組むことにより、

将来的な収支の均衡が見込まれることから存続されることとなりました。 

今後も、経営の安定化に向けて更なる利用促進を図り、地域で支えていく必要があ

ります。 

 

《取組む施策》  

① 広域連携による行政サービスの合理的・効果的運用を図ります 

■夷隅郡市広域市町村圏事務組合については、広域的な行政サービスが多様化してい

るなかで、今後も引き続き、効果的な広域行政サービスの提供及び効率的で合理的
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な運営を図るよう協議します。広域ごみ処理施設建設事業については、住民の環境

に対する意識が高まる中、ごみ減量・再資源化を推進し、ごみの効率的な処理を行

なうとともに、処理の際に発生するエネルギーの回収、有効活用を行うなど、処理

経費の削減及び処理エネルギーの節減に努め、環境負荷の少ないごみ処理対策に取

り組みます。 

■広域常備消防については、主に消防職員の人件費であり、今後、地域の実態に応じ

た消防署員の配置を行うことが考えられ、常備消防と非常備消防が連携できる消防

体制を図ります。また、設備投資については、消防救急デジタル化に係る経費や、

高規格救急車等の更新に係る負担があり、非常備消防とのバランスを保ちながら合

理的に進めます。 

 

② 国保国吉病院組合における経営安定化対策を推進します 

■いすみ医療センターは、夷隅地域の二次救急病院として重要な施設であることから、

公立病院改革プランに基づき、医療診療科（当初１５科）の増設や医師の確保に努め、

住民が安心して医療の提供が受けられる総合病院として発展するよう関係市町と協

議・検討します。 

■地域医療体制の課題となっている小児救急医療の受け入れについて、関係市町と協議

のうえ要望します。 

■いすみ医療センターの利用促進のため、直通バス運行時間や経路について広報紙等を

活用し住民への周知を図ります。 

 

③ いすみ衛生センター（夷隅環境衛生組合）の基幹的設備改良事業を行います 

■いすみ衛生センターの老朽化が進行しているため、基幹的設備改良事業を行い施設 

の延命化とＣＯ2排出量の削減を図ります。 

■基幹的設備改良事業については、専門的なノウハウが必要なためコンサルタントに 

委託し、技術提案書の審査及び仕様書の作成などを行います。また、長寿命化計画

策定のための施設保全計画を策定し、環境への影響を調査するため生活環境影響調

査事業を実施、基幹的設備改良による施設の延命化とＣＯ2 の排出量削減に取り組

みます。 

■基幹的設備改良事業に伴う環境への影響を調査するため生活環境影響調査事業を実

施します。 

 

④ いすみ鉄道の安定運行と地域の活性化を図ります 

■いすみ鉄道の安全・安定運行に向け、線路や踏切、車両等の基盤部分について助成を 

行います。補助金の適正な運用を確認するとともに、構成市町との連携により、広域的に

利用促進を図ります。 
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【行政事務の効率化】   
《現状と課題》  
急速に進展する情報化社会のなか、町では地域情報通信事業として光ファイバーを

整備し、多様化する高度情報サービスに対応した基盤整備に取り組みました。これに

より情報化サービスにおける地域格差は解消されましたが、光ファイバーを活用した

まちづくりも今後の検討課題となっています。また、急激に到来したインターネット

をはじめとする情報化社会への対応が困難な方々への対応も必要です。 

地上デジタル放送の受信状況については、地形等の影響により電波の受信状況が悪

く、一時的に地デジ難視対策衛星放送を利用して受信している地区が町内に５か所あ

ります。この受信方法は、平成２７年３月３１日までの暫定的な対策であるため、こ

の期間が終了するまでに関係機関と調整を図りながら、地上デジタル放送の視聴につ

いて協議・調整を行う必要があります。 

 庁内における情報システム化については、庁内ＬＡＮを整備し、メール、グループ

ウェア、文書管理システム、財務会計システム等を運用しています。また、住民記録

や税情報等を扱う基幹系システムを構築し、行政サービスの提供について効率化を図

りました。戸籍についても電算化を実施し、迅速な窓口対応、戸籍編成事務が可能と

なっています。今後においては、ハード面やソフト面におけるメーカーサポートの満

了を考慮し、次期更新について段階的に検討していく必要があります。 

 

《取組む施策》  

① 高齢者等に配慮した方法で情報を提供します 

■高齢者等がわかりやすい情報提供の方法について、関係各課共通の認識を持ち、創

意工夫を図りながら、高齢者等に配慮した取組みを行います。 

 

② 継続的な行政システムの運用を図ります 

■住民記録や税情報等、行政サービスを提供するための基幹系システムについて、計

画的にハードやソフトの更新を行い、安定したシステムの運営に努めます。 

■庁内ＬＡＮやグループウェア、文書管理、財務会計等の行政事務における情報系シ

ステムについて、メーカーサポートの満了にあわせて段階的に更新を行い、継続し

た運用を行います。 

■戸籍事務の適正な運営を図るため、計画的に戸籍システムのハードやソフトの更新

を行い、安定したシステム運営に努めます。 
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②－２ 電子申告による申請者の利便性向上に取り組みます 

■給与支払報告書のインターネット提出を実施することにより提出者（給与支払者・

特別徴収義務者等）の利便性を図ります。 

 

③ 地上デジタル放送の視聴困難地区の解消に取り組みます 

■一時的に地デジ難視対策衛星放送により地上デジタル放送を受信している視聴困難

地区については、関係機関と調整を図りながら地上デジタル放送の受信環境につい

て協議していきます。 

 

④ 光ファイバー網の活用したまちづくりの検討 

■光ファイバー網を活用した各種住民サービスや活用方策について調査・研究します。 
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【消防防災】   
《現状と課題》  
 町では、万一の災害に備え、自主防災組織の育成や避難誘導体制の確立、津波避難

計画の策定、各種防災訓練の実施など地域防災計画に基づき防災体制の確立を進めて

きました。近年、東海・東南海・南海地震といった大規模地震の発生が指摘されてい

ることや、異常気象による豪雨、洪水等の自然災害の発生が予測され、こうした災害

に対応できる消防防災体制の強化が求められます。住民の生命、身体及び財産を保護

するため、自助、共助、公助の連携を図りながら、住民一人ひとりの防災意識を高め

ていくことが必要です。 

 また、高齢者等の災害要援護者や要支援者の明確化及び支援体制強化、緊急時の備

蓄品の確保、民間企業との災害協定締結のほか、災害時の情報伝達手段としての防災

行政無線デジタル化への対応など、町内全域で情報が伝達できる整備が必要です。 

 緊急時における自主防災体制の強化として、地域防災の要としての役割を担う消防

団や自主防災会のリーダーの育成を行いながら、併せて消防団員が参加しやすい環境

づくりや新たな団員の確保に努めることが必要です。 

また、分団統合により、施設の合理化を図るために消防団詰所の建設や、老朽化し

た消防施設の解体、更新時期を向かえた消防車両の整備が必要です。 

 

《取組む施策》  
① 地域防災計画に基づいた消防防災力の向上に努めます 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する

「減災」の考え方を基本として、人命救助を最重視し、経済的被害を可能な限り尐な

くするよう、地域防災計画に基づき消防防災力の向上に努めます。 

 

①－２ 災害時要援護者支援体制を確立させます 

■災害時要援護者避難支援計画に基づき、災害時要援護者に対する支援が迅速かつ円

滑に行われるよう、民生関係の機関及び団体等と連携を図り、災害時要援護者にか

かる情報の把握・管理体制や安否確認、避難誘導の指揮・命令系統を整備します。 

 また、地域福祉センターを福祉避難所として位置づけ、災害時要援護者の避難所確

保に努めます。 

 

２２２   安安安全全全安安安心心心ををを支支支えええるるるちちちかかかららら   
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② 情報伝達システム（防災行政無線）のデジタル化を行います 

■防災行政無線は、昭和６２年に導入以来アナログ波の無線を使用しています。今後

アナログ波からデジタル波へ移行することが必要であり、庁舎内親局・中継局・外

部スピーカー・戸別受信機のデジタル化に向け、住民に正確で迅速な情報伝達を行

うため、システムの構築準備を進めます。 

 

③ 消防団員の確保、施設整備、車輌を購入します 

■消防団員の確保には、消防団に対する多くの住民の理解を得ることが重要であるこ

とから、消防団活性化計画に基づいて、地区、事業所等と連携し、消防団員の確保

に努め、併せて消防団活動のＰＲを実施します。また、消防団員一人ひとりが、参

加しやすい環境づくりを進めます。 

■分団統合により消防詰所を一本化し、施設の合理化を図ります。また、施設につい

ては住民が利用しやすいコミュニティ機能を兼ね備えた施設整備を進めます。消防

車両については、購入から２０年到達した車輌の更新を行います。 

 

④ 災害協定の締結及び災害備蓄品を購入します 

■大規模災害時には、自衛隊などにより食料の供給が期待できますが、全国的に災害

が発生した場合は、迅速な供給が困難になることも考えられます。このようなこと

から、町では、災害時の食料、生活用品、医療品、重機その他災害時に必要な物資

を扱う民間業者と災害時の応急対策として、災害協定の締結を進めます。また、災

害備蓄品の購入・更新を行い、あわせて各家庭の緊急時防災備蓄品の重要性につい

て意識啓発を図ります。 

 

⑤ 自主防災組織の活動を支援します 

■自主防災会は町内全区に設置済みで、災害時にはそれぞれが役割を担っています。

今後は、自主防災組織の一人ひとりが防災に対する意識の高揚を図るために、各自

主防災組織での防災訓練を進めます。また、応急手当等の技術の向上やその他の団

体との連携を図り、防災強化に努めます。そのほか、防災に関する研修会やフォー

ラム等の積極的な参加についても促します。 
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【交通安全防犯】   
《現状と課題》  

御宿町では、交通事故の発生を防止するため、交通安全教室の開催や交通安全運動

を実施し、住民の交通安全意識の高揚を図るとともに、道路反射鏡（カーブミラー）

などの交通安全施設の整備を進めてきました。住民のだれもが、交通事故の被害者に

も加害者にもならないように、子どもから高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教室

を実施しながら、引き続き、交通安全施設の整備を進めていく必要があります。 

防犯対策については、犯罪防止に配慮したまちづくりの推進事業として、警察や関

係団体が一体となった、防犯パトロールなどを実施し犯罪防止を図りました。また、

犯罪が発生しにくい環境づくりとして防犯灯の整備を進めてきました。 

 今後も、住民の防犯に対する意識の高揚を図るとともに、防犯設備の充実に努めな

がら、安全で住みやすい地域づくりを進めることが必要です。 

 

《取組む施策》  

① 交通安全対策の充実を図ります 

■交通事故の発生を防止するために、いすみ警察署と連携しながら安全対策事業を継

続的に実施し、ドライバーのモラル向上のために駅前や国道沿いで街頭啓発を行い

ます。また、子供から高齢者まで、年齢層に応じた交通安全教育を実施しながら、

交通安全意識の高揚を図り、地域ぐるみの交通安全推進体制の確立に努めます。 

■交通の安全を確保するため、道路反射鏡やガードレールなど、交通安全施設の整備

を計画的に進めます。 

 

② 防犯対策の充実を図ります 

■犯罪を誘発する恐れのある環境を改善するため、行政区と連携して、防犯灯（LED）

の管理体制の充実に努めます。また、町内全域の防犯上問題となる箇所を早急に把

握するとともに、道路や公園、公衆トイレ、駐車場等の公共施設において、樹木の

定期的な剪定などを行い、見通しを良くする安全対策を図り、犯罪が発生しにくい

環境づくりに努めます。 

■安全で安心して暮らせるまちづくりのため、防犯に必要な情報の収集を行い、ホー

ムページ等を活用して、住民や事業者に速やかに情報提供し防犯意識の高揚を図り

ます。また、町内で防犯活動に取り組んでいるＳＳＴ隊（地区防犯パトロール隊）

のグループ活動に必要な指導、助言を行うとともに、まだ、ＳＳＴ隊が設立されて

いない地区へ新規立ち上げの支援を行います。 

■すべての人が犯罪のない安全で安心した生活ができるまちづくりを行うため、行政、

住民、事業者及び各区がそれぞれの役割を分担し、協働連携を図ります。 
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【消費生活】  多様な主体で守る快適消費生活への促進 

《現状と課題》 
高齢化の進展に伴い、健全な消費生活を送るには不安のある高齢者の増加が見込まれて

います。こうした中、消費者被害に関しては、高齢者を中心として全国的に年々増加し、

当町においても、架空請求や不当請求などの相談が寄せられている状況です。また、被害

を受けても行政等に相談していない状況があるほか、地域包括支援センターや社会福祉協

議会との連携体制が不十分であるため、被害の潜在ケースが多く存在しているものと推測

されます。 

町では、これまで消費者被害の拡大防止や未然防止のため、啓発パンフレットや消費生

活講座などの啓発事業に重点を置いてきましたが、今後は、各種関係機関との連携強化を

図り、多くの情報を収集し、潜在する被害状況を確認しながら被害防止策を進めていく必

要があります。 

また、複雑化する消費者被害の問題については、高度な専門的知識が求められるため、

法律分野をはじめ、様々な分野の専門家の協力を得ることが重要です。さらには、難しい

相談にも迅速に対応できるよう、県や消費者センターとより一層の連携を図っていかなけ

ればなりません。 

住民の安全・安心な消費生活を守るためには、行政、事業者、消費者団体、そして消費

者自身等の多様な主体が、それぞれに横のつながりを持って活動することが重要です。そ

のため、多様な主体間の機能連携をさらに強化することが課題となります。 

 

《取組む施策》 

① 地域に根ざした啓発活動 

■県の消費生活センターの相談員や町職員が共同で地域に出向いて消費生活に関する知

識を習得するための出前講座を行います。 

■地域において見守り活動や啓発活動を担うボランティアの募集をかけ、県の事業を活用

し「消費生活サポーター」として育成し、情報の不足しがちな高齢者や若年者、障害者

に対して直接必要な消費者情報を届けるように努めます。 

■相談情報、悪質事業者の手口や消費者事故などの消費者行政に関する注意喚起に関する

情報をホームページや広報紙など、様々な媒体を活用し、住民へ公開・提供するほか、

啓発用ＤＶＤを活用し各地域で勉強会を実施します。 

■消費者が日常生活において頻繁に立ち寄る商店や病院等に理解や協力を求め、消費者被

害防止に向けた情報の掲示やパンフレットの配置等、各事業者が自発的な情報発信に取

り組んでもらえるよう努めます。 
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② 連携による安全・安心の強化 

■深刻な被害には至らなかった事案や埋もれがちな消費者トラブルをいち早く発見する

ため、地域包括支援センターや社会福祉協議会、民生委員等との連携を密にし、情報共

有の強化を図ります。 

■時代の流れに応じ、複雑化する法的な消費者被害問題については、高度な専門的知識が

求められるため、日本司法支援センター「法テラス」等を活用し、無料法律相談の案内

や消費者トラブルの事例研究会を行い、法的トラブルの解決に必要な情報提供に努めま

す。 

 

 

 



 

45 

 

 
 
 

第
４
章 

 

前
期
基
本
計
画 

 
 

【土地利用】   
《現状と課題》    

町の総面積は２４．９２Ｋ㎡であり、土地利用の現状は山林が３３．０％と全体の

１／３を占め、原野・雑種地が１９．７％、農地１５．５％、宅地１０．２％となっ

ています。２０００年以降、土地利用について大きな変化は見られません。 

農用地については、中山間地域においてほ場整備による農地の集約化を図っていま

すが、町全体では後継者不足等から耕作面積は減尐傾向にあります。また、ＪＲ御宿

駅西側の農地についての有効活用も検討課題となっています。 

宅地については、御宿台地区の住宅地販売が終盤をむかえていますが、一方で他の

地域では空き家や空き地が増加傾向にあり、今後、防犯や景観面での対策が必要と危

惧されています。 

また、都市計画の導入後、計画的なまちづくりを進めていますが、都市計画を決定

したことにより、様々な制約に適合しなければ建築物等は建てられません。現状のま

までは許可とならない物件等があるため、その対応に向けた検討が必要となります。 

海洋地域における自然公園区域については、自然保護指導員や自然公園保護員と連

携し、環境の保全や監視・維持管理に努めています。しかし、自然公園区域内におい

て未許可の開発行為があったこともあり、今後は今まで以上の取り組みが必要とされ

ます。 

町の公有財産は、1.38ｋ㎡であり、うち行政目的に供していない普通財産が 0.７ｋ

㎡あります。このうち宅地については、大部分を住宅用地とし住民に貸し出しており、

買い受け希望者には売却を進めていますが、須賀、浜、六軒町地区の一部に境界確定

を要する区域があり、現在、計画的な境界確定業務を進めています。 

また、新町天の守地先山林や御宿台地区教育施設予定地の今後の活用方法について

は、活用検討委員会の提言を基に、有効活用を図ることとしています。今後は、町有

地等の有効活用に向け、企業誘致制度の整備も進める必要があります。 

 

《取組む施策》 

① 都市計画の適正な運用に努めます 

■都市計画施設整備（都市計画道路）については、実施計画や修正等を含めた協議調

整を行います。 

 

財財財産産産ををを活活活かかかすすすちちちかかかららら   ３３３   
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■都市計画全体について、概ね５年ごとに実施している都市計画基礎調査や都市計画

図修正を行い、町都市計画の適正な運用に努めていきます。 

■建築物の建替え等が難しい箇所については、特定行政庁や所管担当課との協議調整

を行い、対応を図ります。 

 

①－２ 自然公園の保護・保全について啓発していきます 

■自然公園の保護や利用についてのルールやマナーをポスター・チラシ等により啓発

し、地域住民や自然保護指導員、自然公園保護員と連携して景観に配慮した維持管

理に努めます。 

■自然保護法に基づいた罰則規定の整備や違法開発における行政処分の対策など、景

観条例に規定を盛り込みます。 

 

② 町有地の適正管理と有効な活用方法を検討します 

■町有財産については、各課の横断的な取組みのなかで、定期的な草刈や整備を実施

し、適正な管理に努めます。 

■現在活用されていない町有地の利活用については、活用検討委員会の提言を受け、

使用方法や施設整備について検討します。また、民間企業誘致制度を整備し、町に

適した民間事業所等の誘致を進めるとともに、町内での起業を支援する制度につい

て検討します。 

 

②－２ 町有地の境界確定を計画的に実施します 

■公図と現況が異なっている地図混乱地域について、段階的に整理し、買受け希望の

ある貸付宅地については積極的な売却を進めます。 
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【公共施設】   
《現状と課題》   

誰もが利用しやすい公共施設とするため、各公共施設のバリアフリー化を順次進め

てきました。 

今後、尐子高齢化と人口減尐が見込まれる中、安全で利用しやすい施設管理・運営

を行うとともに、既存施設についての統廃合について検討を進め、効率的な施設運用

を行う必要があります。 

現在、駅前観光案内所、パークゴルフ場や地域福祉センターで指定管理制度を導入

していますが、その他の施設についても指定管理制度の導入を検討し、効率的な運営

と併せ行政のスリム化を図ることが求められます。 

また、昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された公共施設については、計画的な耐

震化を進めてきましたが、今後は、東日本大震災での被害状況を受け見直される町地

域防災計画をもとに再検討することが必要です。 

 

《取組む施策》  

① 安全で効率的な公共施設運営を図ります 

■安全で利用しやすい公共施設の管理・運営に取り組みます。 

■公共施設の管理・運営における指定管理制度の導入を進めます。 

■勝浦若潮高校旧御宿校の普通教室棟・旧岩和田小学校特別教室棟については、活用

検討委員会の提言を踏まえ、関係各課と協議し、有効活用を図ります。 

■既存施設の統廃合について検討を進めます。 
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地地域域でで支支ええ合合うう子子育育てて・・福福祉祉とと  

教教育育ののままちちづづくくりり  
  

 
 

【地域福祉】 
《現状と課題》 

景気低迷による就労先の減尐や、高齢化の進行は地域経済や私たちの暮らしにも

大きく影響を与えています。また、核家族化による家族構成の変化、個人意識の高

まり、価値観の多様化などにより家族や地域との繋がりが希薄となる一方、子育て

に対する不安、高齢者の暮らしに対する不安、自然災害時における対応への不安を

抱える人が多くなっています。このような中、地域で安心して自立した生活を送る

ための仕組みづくりや福祉支援体制を強化推進するとともに、地域住民相互による

助け合い、支え合いといった「自助・共助」の体制づくりに努める必要があります。  
 

《取組む施策》 

① 外出移動支援の充実を図ります 

■自動車や運転免許を持たず、６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方や障害

を抱える住民が、自立した生活を維持できるよう、通院や買い物等のお出かけ支援

事業を実施します。 
 

①－２ 福祉ボランティア組織の活動支援を図ります 

■福祉ボランティアに係るリーダーの育成講習会の実施やボランティア組織の支援・

連携強化を図ります。 
 

② 安全生活事業（避難支援）に取り組みます 

■地震や津波などの自然災害を想定し、独自で避難することが困難な要援護者の状況

をあらかじめ把握し、有事における緊急避難支援の体制づくりを強化します。 
 

③ 安全生活事業（生活支援）の体制強化に努めます 

■介護サービス給付を受けていない一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の方々などが、

日常生活において活用できる民間事業所等のサービスや必要とする方に効果的に情

報を提供できる情報整備に努めます。 
 

４４４   育育育みみみ支支支えええ合合合うううちちちかかかららら   
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【児童福祉】 
《現状と課題》  

 急激に進む尐子化や核家族化の増加に伴い、祖父母からの子育ての手助けやアドバ

イスを受ける機会も尐なくなり、子育てに対して不安を抱える保護者への対応や就労

等により保育を必要とする家庭等への総合的な支援が課題となっています。 

 一方施設においては、御宿と岩和田の両保育所は老朽化が進み年々補修が必要とな

っており、立地条件や利用者の利便性の観点からも、近い将来移転や統合が必要と考

えられます。 

岩和田児童館も同様に老朽化が著しく、崖下に立地していることからも安全性が危

惧され、利用率の低下から御宿児童館との統廃合を検討する時期をむかえています。 

児童館で実施されている放課後児童クラブについては、子育て支援を図るなかで、

発達の遅れがある児童への対応について検討する必要があります。 

 

《取組む施策》 

① 放課後児童クラブの充実に努めます 

■保護者が就労等により、日中家庭にいない小学校１年～３年生までの児童に対する

安全確保と、遊びを通しての健全育成や子育て支援を行っています。今後もより良

い施設づくりに努めるとともに、発達の遅れがある児童への支援も検討します。 

 

①－２ 子育て相談窓口の設置します 

■子育てに関する不安を抱える方が気軽に相談できる相談窓口を児童館に設置します。 

 

①－３ 一時保育の充実と適正運営に努めます 

■町内在住の生後 10 か月以上で就学前の健康な乳幼児を対象として一時保育を実施

します。保護者の就労だけでなく、急な疾病や定期的な通院などのほか、保護者の

リフレッシュにも利用できます。今後も保育所入所の適正化と一時保育の充実を図

ります。 

  

②（仮称）保育所施設等建設委員会の設置及び児童館等の統廃合検討を進めます 

■老朽化により補修を必要とする保育所について、保護者等に対する調査や施設等の

建設・移転・統廃合を含め委員会を設置し、検討を進めます。また、岩和田児童館

の統廃合についても、地域や利用者の意見を踏まえ検討し、前期基本計画の中で早

期に安心安全な場所に移転設置します。 
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【障害者福祉】 
《現状と課題》  
 現在、町の障害者手帳所持者数は概ね４５０人。町の総人口の約５．５％となり、

年々ゆるやかな増加傾向にあります。特に疾病による肢体不自由者や精神障害者が増

加しています。 

障害のある方の日常生活での不自由さや必要とするサービスの支援は様々ですが、

障害区分や状況に応じて、国・県による種々な施策が展開されており、町でも法に基

づいた支援等を行なっているところです。 

今後、制度の改正など新たな障害者施策の策定が見込まれていることから、国・県

の動向を注視するとともに、町障害者計画及び障害者福祉計画に基づき、適切に対応

していくことが必要となります。 

また、高齢化が進む中で、障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活を送るこ

とができるように、日中活動の場の提供や施設入所等を含め、障害等の状況にあわせ

た必要な情報提供と、きめ細かな相談支援を行なうことが求められています。 

 

《取組む施策》 

① 誰もが安全に暮らせる環境整備の推進 

■体の不自由な方たちや高齢者の特性によるニーズに対応しつつ、すべての住民・利

用者の視点に立って、いつまでも安心して暮らせるように、関係機関と連携したな

かで、道路や公共施設等の整備を進めます。 

 

② 相談支援の充実や障害者雇用の場の確保に努めます 

■障害のある方のそれぞれのニーズに対応した情報やサービスの提供を行なうととも

に、潜在的にサービスや支援が必要な障害者を把握するため、関係機関と連携した

支援を行なう相談窓口を設けます。 

 また、夷隅地区自立支援協議会雇用就労部会等と連携し、雇用の場の確保に努めま

す。 

 

③ 後見人制度の利用支援を行ないます 

■家族等のいない障害者への権利擁護や財産保護等のために、成年後見制度・任意後

見制度や地域福祉権利擁護事業等の制度利用支援を行います。 
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【高齢者福祉】 
《現状と課題》  

町の高齢化率は、平成２３年２月に４０％に達し、更に増加する傾向にあります。 

核家族化の進展により、一人暮らし世帯や高齢者世帯の数も増え続けており、高齢

者世帯においては、災害を含め日々の暮らしに不安を抱える状況にあります。 

このような中、一人暮らしや高齢者世帯を狙った悪質商法や振り込め詐欺なども多

発しており、犯罪予防につながる啓発活動の強化も必要になっています。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに、生きがいのある生活を送れるよう「生

きがいづくり事業」により、高齢者のニーズに応じた事業の充実が求められています。 

また、緊急通報装置の設置や安否確認等、地域における見守りや相互扶助の体制づ

くりを行い、在宅支援を充実させていくことも重要です。 

 

《取組む施策》  

① 生活管理支援体制を強化します 

■在宅高齢者に対し、要介護状態への進行予防や自立した生活を確保するため、生活

管理指導員を派遣するサービスにより支援体制を強化します。 

■一人暮らし高齢者や高齢者世帯の安心・安全な生活支援を行うため、緊急通報装置

の設置や地域における相互扶助の体制づくりを図ります。 

 

①－２ 高齢者の生きがいづくり事業の充実を図ります 

■各地区の区民館や公共施設を活用し、より多くの高齢者が参加できる「生きがいづ

くり事業」の充実を図るとともに、経験や知識を活かした地域との連携や相互扶助・

相互見守りの体制づくりに努めます。 

■高齢者が生きがいを持って働くことができる仕組みや経験・技術を活かしたシルバ

ー人材の働く場の環境づくりを進めます。 

 

② 高齢者を狙う犯罪の予防に努めます 

■一人暮らしや高齢者世帯などを狙う振り込め詐欺や悪質商法から高齢者を守るため、

関係団体や関連部署と連携して犯罪予防対策の強化に努めます。 
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【保健・医療】     
《現状と課題》   

町では住民の健康維持・増進のため、がん検診、各種教室、相談事業のほか、予防

施策としての予防接種、医療費助成事業など様々な保健事業を実施しています。検診

事業では利用促進のため、成人・母子保健事業の年間予定表の全戸配布、広報紙への

掲載などを行っていますが、若年層の受診者が尐ないことに加え、全体の受診率が微

減傾向であることが課題となっています。また、疾病の状況から見ると、糖尿病・高

血圧・歯周疾患等生活習慣病の有病率が高く、それに対しての対策が求められている

ところです。予防接種については、児童の定期予防接種の個別化や肺炎球菌予防ワク

チン等任意予防接種の補助の拡充を行いました。予防接種の個別化により、安全性・

利便性を図ることができましたが、集団接種時と比較して接種率の低下が見られます。 

子どもの医療費助成については、県及び町事業として平成２４年度より医療費の助

成を０歳から中学校３年生までに助成範囲を拡大しておりますが、尐子化が進むなか

でさらなる助成拡充を目指した保健対策の充実を図っていきます。 

地域医療体制については、「かかりつけ医」として地元の医療機関を利用する人は多

く、初期医療は概ね確立されていますが、救急医療体制が十分でなく二次医療圏外へ

の救急搬送が多く見られる状況にあります。特に小児救急医療に関しては、休日・夜

間の受入可能な医療機関がないなど多くの課題を抱えています。 

 

《取組む施策》  

① がん検診の受診率向上で、がんの早期発見に努めます。  

■死亡率が最も高い「がん」を早期に発見し治療に結びつけるため、各種がん検診を

受診することが重要です。近年、微減傾向にある検診の受診率向上対策として、テ

レビデータ放送などの活用やイベント・教室等を利用した幅広い広報活動を行いま

す。 

 

①－② 予防施策の充実を図ります。  

■医療対策の一環として実施している子ども医療費助成事業及び児童医療費助成事業

については、県の動向に注視するとともに、さらなる町助成の拡充を図ります。 

■定期予防接種の接種率向上のため、電話連絡や窓口での声かけ等による接種勧奨を

実施するとともに、任意予防接種費用の助成を引き続き実施し、予防意識の定着化

を図ります。 

■町公共施設での手指消毒薬の設置、感染症予防についての啓発用チラシやマスク等

の感染症予防物品の配布を行うことで住民の感染症予防意識の高揚を図ります。 
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■新規検診対象者及び転入者に対して実施してきた検診状況調査に加えて、５年毎に

全対象者に対し状況調査を実施し、町民の予防意識の向上を図ります。 

 

② 糖尿病、むし歯予防等の健康教育を実施します。 

■重篤な合併症に繋がりやすい糖尿病を予防するため、健診結果から糖関連の検査数

値である血糖値の値が高く、生活指導が必要とされている方に対して、健康教育（教

室）を実施します。 

■幼児期からのむし歯予防の取り組みとして、歯科衛生士による個別指導・集団指導

を実施します。 

 

②－２ 総合的な食育事業を展開します。 

■生活習慣病等の予防・改善のためには、食生活の改善が不可欠であり、正しい食習

慣を身につけるために、食育を実践する食生活改善推進員の養成や支援を行います。 

■望ましい食生活についての意識高揚を図るため、保健センターにて啓発物の展示を

行います。 

■食育施策として、既存の事業に加えて地域の食文化継承や地産地消を視野に関係機

関と連携し、総合的な食育事業を展開します。 

 

③ 関係機関と協議調整のうえ地域医療の充実を図ります。 

■住民が安心して医療を受けられるよう地域の中核的病院として「いすみ医療センター」の活

性化や勝浦市夷隅郡医師会と連携した地域の医療体制の充実を図ります。 

■夷隅地域における二・三次救急体制の整備に向けた医療圏の見直しについて関係機関と

の連絡調整を実施します。 

■地域の医療機関や救急情報の周知を図るため、ホームページを活用した情報提供を

行います。 
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【国民健康保険・後期高齢者医療】     
《現状と課題》   

近年の国民健康保険（以下「国保」という。）は、保険給付費や各種拠出金の増加に

加え、所得の低下等による税収の落ち込みのため、大変厳しい財政状況に置かれてい

ます。実質単年度収支では赤字の年度が多く、財政調整基金保有額も尐額となったた

め、平成２２年度には一般会計から法定外の繰入をし、基金積立に充当したところで

す。財政安定化のための取り組みとして、レセプト点検の充実・強化による医療費の

健全化や、日本年金機構との連携による国保資格の適正化等を図っているほか、他保

険者の状況を参考に葬祭費支給額、人間ドック補助の上限額等を見直しました。税収

については、税率等の見直しに加え、収納率向上対策として休日、夜間徴収や各課管

理職による徴収を行うなど、全庁体制で滞納額の縮減に努めるほか、資格証明書及び

短期被保険者証交付や給付の際の滞納者との協議も進めています。国保の健全な財政

運営による保険給付を継続するためには、これまで以上に医療費適正化、国保税の収

納率向上、保健事業の充実等に取り組む必要があります。ただ、国保の保健事業であ

る特定健康診査・保健指導については受診率、利用率の低下が課題となっています。 

平成２０年度から創設された後期高齢者医療制度については、千葉県後期高齢者医

療広域連合が保険者となり、町では窓口業務のほか、保険料の賦課徴収事務、保健事

業等を行っています。国保と同様に健康診査、短期人間ドック助成事業を実施し、生

活習慣病予防等により医療費抑制に努めています。保険料については、特別徴収や手

紙・電話での催告により高い収納率を保っています。 

 

《取組む施策》  

① 保健事業の推進により、生活習慣病予防に努めます 

■御宿町特定健康診査等実施計画に基づき特定健康診査・保健指導の充実を図り、メ

タボリックシンドロームの該当者、予備群の予防改善に努めます。 

■保健事業の実施について周知を図るため、町広報紙、ホームページのほか、テレビ

データ放送などの活用により利用を促進します。 

■短期人間ドックにかかる費用に助成することで、被保険者の健康維持・増進を図り

ます。 

■現在の集団健診方式は日程の都合により利用できない等の弊害が多いことから、個

別健診の実施に向けて、地区医師会やいすみ医療センターとの協議により受入医療

機関の確保について検討します。 

 

② 国保医療費の適正化の取り組みを強化します 

■平成２３年度から実施している後発（ジェネリック）医薬品を利用した場合の差額

通知の対象を拡げ、ジェネリック医薬品の利用促進により医療費の抑制に努めます。 
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■国保の医療費分析を実施し、保健事業につなげるため、専門的知識を有する指導者

の派遣により職員の資質向上を図ります。 

■引き続き重複・頻回受診の調査及び点検を行い、適正な受診について訪問等により

指導を行います。 

 

③ 国保資格の適正化に努めます。 

■日本年金機構との連携や窓口での状況聴取により資格の適正化を図り、居所不明者

の調査を実施します。 

■被保険者証更新時等のチラシ配布や町ホームページの活用により、必要な届出が遅

延することのないよう広報活動に努めます。 

 

③－２ 国保税の収納率向上に努めます 

■休日、夜間徴収等の取り組みに加え、預金調査や差し押さえ等の強化対策により、

滞納額の縮減に努めます。 

■国保税や他の未収金についても職員が認識し徴収能力を向上させ、横断的な徴収体

制強化を図ります。 

 

④ 後期高齢者医療の適正な運営に努めます 

■健診事業等の実施により、被保険者の健康増進に努め、医療費の抑制を図ります。 

■現在国で議論されている制度改正については、国の動向に注視し適正に事務を進めます。 

■引き続き、きめ細かな保険料収納事務を行い、滞納者が発生しないよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 
 
 

第
４
章 

 

前
期
基
本
計
画 

【介護保険】 
《現状と課題》   

 町の高齢者人口は確実に増加しており、介護保険制度に対する認識も高まったこと

から、介護保険の認定者数及び介護サービスに必要な費用も年々増加傾向にあります。 

町では高齢者に対する総合相談や、介護予防ケアマネジメントなどの包括的支援事

業・介護予防事業・家族介護を支援する事業などを行っていますが、その利用者は年々

増加し、内容も多様化しています。 

そのため、地域包括支援センター配置の保健師や社会福祉士だけでは対応が困難な

事例も多いことから、医療機関や施設等の専門職、民生委員や地域の方々と連携した

支援を行っています。 

今後も加速する高齢化への対応が求められていますが、高齢者の安心・安全な生活

の基盤となるサービスや制度、取組みを周知し、介護サービスの適正かつ円滑な給付

と健全な会計運営をしていく必要があります。 

また、高齢者の増加により要支援・要介護者も自然に増加する傾向にあることから、

高齢者が自分らしさを保ちながら年を重ね、介護給付の抑制にもつながる介護予防事

業の充実を図ります。 

 

《取組む施策》 

① 介護予防啓発訪問事業 

■健康や生活に不安を感じているひとり暮らし高齢者を対象に、不安の軽減、うつ・

認知症・閉じこもりなどの予防と支援を目的とした自宅訪問を行ない、安否確認の

目的と併せて日常生活の状況把握をして、必要なサービスの利用に繋げます。 

 

①－２ 介護予防事業の拡充 

■６５歳以上の方々を対象に、「鶴亀教室」「鶴亀くらぶ」という介護予防教室をＢ＆

Ｇ海洋センターと地域包括支援センターとの共同で開催します。 

安全面に十分配慮したうえで、より多くの参加者に対応できるような事業の拡充を

図ります。 

 

①―３ 成年後見制度利用・助成事業 

■判断能力が不十分な高齢者に代わって町が後見開始等の審判請求を行なうことで、

生活保護受給者や低所得者（住民税非課税者）等、経済的に成年後見制度を利用す

ることが困難な方に対し、審判申立にかかる費用及び成年後見人等の報酬等につい

て助成を実施し、高齢者の地域生活を支援します。 
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② 介護家族の負担軽減・支援事業 

■介護家族の経済的負担の軽減を目的に、居宅で介護を受け、紙おむつ等を使用して

いる要介護４、５の方を対象に「家族介護用品給付券」を支給します。 

■介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識や技術を習得するため

の教室を開催します。 

 

③ 認知症高齢者見守り事業 

■認知症高齢者の在宅生活の継続及び生活の質の向上を図ることを目的として、見守

りや外出支援など、介護保険の給付対象以外のサービスにも取り組みます。認知症

に関する正しい知識を地域に広め、偏見や誤解を解消するための広報活動や認知症

に関する知識を有するボランティア等による見守り支援活動の体制づくりを行ない

ます。 

 

③－２ 基本チェックリスト未回収者把握事業 

■６５歳以上の被保険者（要支援・要介護認定者・老人ホーム等施設入居者を除く）

に対して、生活状況や身体状況を把握するために行う「基本チェックリスト」の未

回収者の中には介護予防の必要な方や要介護状態で適切なサービスを受けずに重症

化するケースもあるため、基本チェックリスト未回収者に対して保健師による訪問

指導を行い、身体状態の把握と適切なサービスへの案内により介護予防に繋げます。 

 

③－３ 二次予防事業の充実 

■基本チェックリストの回答結果により、予防が必要と思われる対象者を抽出し、運

動と口腔機能向上、栄養改善などを行う二次予防事業（通所型介護予防事業）への

参加を促し、参加者の増加と予防効果の充実を図ります。 

 また、通所介護予防事業への参加が難しい方には「訪問型介護予防事業」を実施し

ます。 
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【学校教育】 まちまちづくりは人づくり～子どもたちの豊かな育 

《現状と課題》 

 御宿町の次代を担う児童生徒の人間形成には、学校教育が重要な役割を果たしており、

子どもたちが自分の力で未来を切り拓いていくことができるよう、「生きる力」を身に

付けるための確かな学力と豊かな心、健やかな体を育む教育活動の充実を図るとともに、

家庭・学校・地域・行政が各々の役割と責任を自覚し、互いに連携しあい、地域ぐるみ

で子どもたちの豊かな育ちを支える教育を推進していくことが重要です。 

 また、近年子どもを取り巻く環境の変化や核家族化、尐子高齢化、地域における人間

関係の希薄化などにより、家庭や地域の教育力の低下が指摘されており、子どもたちの

社会性や協調性を養い、豊かな人間性を育み、良好な人間関係を築いていくことが求め

られています。 

 学校施設については、子どもたちが安心して快適に学べる学習環境の形成が求められ

ており、現在実施している御宿中学校の改築事業のほか、御宿小学校については施設や

備品、遊具の老朽化が激しいことから計画的に改修し、教育内容の多様化等に対応した

教育環境づくりに取り組んでいかなければなりません。 

 また、学校給食共同調理場は築４４年を経過していることから、改築について検討す

るとともに、安心安全な給食を提供していくためのあり方を協議していく必要がありま

す。 

 

《取り組む施策》 

① 教職員の資質の向上を図り、確かな学力を身につける教育を実践します 

■教育効果を高めるため、ＩＴ機器などの情報教育設備や新学習指導要領に対応した教

材・教具の整備を図ります。 

■ゆとり教育から確かな学力を身につける教育へと変化してきている今、わかる喜びと

自ら学ぶ意欲を持った児童生徒を育成するため、子どもたちが調べ学習などで利用し

やすい学校図書室を目指し、計画的に図書を購入します。 

■特別な支援を必要とする子どもの日常生活や学習を支援するため、特別支援教育支援

員を積極的に活用し、個々の発達に応じたきめ細かな指導体制を確立するとともに、

複数の障害に対応できる専門性の高い教員を育成します。 

 

５５５   次次次代代代ををを担担担うううちちちかかかららら   
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■教職員用の情報機器を整備し、指導方法や学習教材の工夫・改善など児童生徒が楽

しく学べる授業を展開できるよう教育技術の向上を図るとともに、積極的に研修に

派遣し、教職員の資質向上に努めます。 

 

①－２ 特色ある教育活動の充実と安全で安心な学校づくりに取り組みます 

■宿泊体験を伴う自然体験や生活体験、ボランティア活動や職場体験による地域の人々

との触れ合い、また他校や世代間交流を通じ、道徳性やコミュニケーション能力を身

に付けた、自ら学び考える心豊かでたくましい児童生徒の育成に努めます。 

■様々な訓練や地域の災害に関する歴史の伝承、また地域安全マップの作成・点検など

を行い、交通安全教育、災害安全教育、防犯を含む生活安全教育を発達段階に応じて

計画的、継続的に推進し、事故や災害に対する予知、予測能力や危険予測、回避能力

の向上に努めます。 

■登下校時の見守り活動や巡回中ステッカー、こども１１０番の家など、組織的、継続

的な活動を推進し、家庭・地域・学校・行政が一体となった安全環境の整備に努めま

す。また、通学路の危険個所については、関係機関と連携しながら改善を図ります。 

■いじめをゼロにするために、「やめる勇気」、「とめる勇気」、「はなす勇気」、「みとめ

る勇気」を持つという自主的な取組みを促すとともに、早期発見と適正・適確に対応

する体制づくりを図ります。また、人権侵害の被害者にも加害者にならないよう情報

モラル教育の推進に努めます。 

■幅広い分野で、より高度な教育が受けられるよう、新たに奨学金制度の導入に取り組

むなど、教育に係る支援拡充に努めます。 

■人口減尐社会に対応した教育環境づくりのために、今後の町学校教育の全体像につい

て協議、研究を進めます。 

 

② 学校施設の改修や学校備品等の整備を計画的に実施します 

■学校施設は、子どもたちの学習や生活の場であると同時に災害時の緊急避難場所とな

る重要な役割を担っていることから、老朽化の激しい施設や備品、遊具などについて

計画的に整備し、安全な教育環境づくりに取り組みます。 

■御宿小学校並びに学校給食共同調理場については、平成３０年に築５０年を経過する

ことから、建て替えを含めて検討します。 

■布施小学校については、いすみ市との協議により校舎及び体育館の耐震補強工事を実

施し、安全性の確保に努めるとともに、地域の学校として特色ある教育活動を推進し

ます。 
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【青少年健全育成】 

《現状と課題》 

 今日、尐子高齢化や核家族化、価値観の多様化、地域への帰属意識の希薄化など、

青尐年を取り巻く社会環境が変化する中、非行や犯罪の低年齢化、またパソコンや携

帯電話上のトラブルなどが社会問題となっています。 

 青尐年の問題は、大人社会の問題を反映していることを自覚した中で、町民一人ひ

とりが自分自身の問題としてとらえ、その解決のために自発的に行動することが強く

求められています。 

こうした中、学校や警察等の関係機関、青尐年相談員等、地域の相互連携の強化を

図り、地域ぐるみの運動を推進するとともに、個々の事案、問題に対応するため家庭

教育相談員による相談窓口を開設しています。 

  今後も家庭、学校、地域、行政がそれぞれの役割を理解し、実践するとともに、連

携し青尐年を地域全体で支え育てる地域環境づくりを目指します。 

 

《取組む施策》 

① 保護者や地域との連携を強化します 

■青尐年相談員や学校、警察等の関係機関との連携を図り、地域住民とともに防犯パト

ロールを実施し、非行防止や犯罪被害の未然防止に努めます。 

■指導者の育成のため、青尐年相談員や子ども会役員等を対象とした研修会への積極的

な参加を推進します。 

■交流機会としてのスポーツ大会やレクレーション活動の充実を図ります。 

■家庭教育指導員、子育て相談などの活動について周知徹底を図るとともに、より相談

しやすい環境づくりに努めます。 
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【社会教育】 

《現状と課題》 

国際化、情報化、高齢化等が進み人々の価値観が多様化し、自由時間の増大する中で、

余暇や人生を豊かに過ごす生涯学習の重要性が高まっています。今日でも、人間関係の

希薄化や技術革新の進展などにより地域、社会環境は変化し続けており、時代や新たな

課題に対する学習への関心はますます高まっています。それぞれの目的や志向に応じた

学習に参加することができ、相互に教えあい、学びあいながら、充実した生活を送るこ

とができる社会教育の環境づくりが求められています。 

公民館では、余暇活動の充実を図るため、趣味や芸術活動の主催教室の開催や自主グ

ループの活動を支援するとともに、新たな学習のきっかけ作りなどのために大学開放出

前講座や文化体験プログラムを実施しています。また、放課後の児童の居場所づくりの

一環として、ボランティア等の協力を得ながら「放課後こども教室」を実施しています。 

今後の社会教育の推進には、講師の育成などニーズに対応できる人材の確保が大きな

課題となっています。 

また、明るく豊かな生活を送るためには健康な体は欠かせません。日常生活の中にス

ポーツを積極的に取り入れ、親しみ楽しむことは、健康づくりや体力向上を促すととも

に、生きがいのある豊かな暮らしに重要な役割を果たすことから「生涯スポーツ」の推

進の必要性が高まっています。町では住民の健康増進や体力の向上のため、リズム体操

教室、エアロビクス、転倒予防教室などを開催しています。  

パークゴルフ場については、より多くの方に親しんでいただけるよう、指定管理者制

度を導入し、管理運営しており、民間のノウハウを活かし、サービスや利便性の向上を

図っています。課題としては、現在の指導者はとても充実していますが、５年先１０年

先を見据えた新たな指導者の育成が必要となっています。また、Ｂ＆Ｇ海洋センター等

施設の老朽化が進んでいるため今後も計画的に修繕を行う必要があります。 

 

《取組む施策》 

① 生涯学習を推進します 

■生涯学習の情報提供を通じ、自主的な学習活動の支援・促進を図るとともに、誰もが

楽しく学び、集い合える環境づくりに努めます。 

■主催教室の住民ニーズの把握とともに、近隣大学との連携やボランティアへの協力依

頼、研修による人材育成などにより講師等の確保に努めます。また、さらに教室に参

加しやすいよう開催日時について検討します。 
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■講師の紹介など自主グループの学習活動支援を推進します。 

■図書室の充実を図り、利用促進に努めるとともに、高度化、多様化する利用者の要望

に対応し幅広い世代が集う「地域の図書館」づくりに取り組みます。 

■子供たちを地域の中で育む「放課後こども教室」等の事業を推進します。 

 

② 生涯スポーツを推進します 

■Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、各種運動教室等を開催し、Ｂ＆G財団から高い評価を受け

ています。この状態を継続するために、主催教室の住民ニーズの把握とともに、近隣

大学との連携やボランティアへの協力依頼、研修による人材育成などにより講師等の

確保に努めます。 

■老朽化している運動施設については、年次計画で改修を行い、利便性の向上と施設の

安全管理に努めます。 

■パークゴルフ場の施設管理については、今後も指定管理者制度で運営し、効率化を図

るとともに、スポーツ推進委員等と連携し、パークゴルフの一層の普及に努めます。 
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【文化の振興】 
《現状と課題》 
町の指定文化財は、国・県指定を合わせて３５の工芸品等があります。これらの文化財

については、ホームページや町を紹介するパンフレット等を通じ紹介していますが、文化

財への関心はまだまだ高いとは言えない状況です。 

また、無形民俗文化財である神楽囃子をはじめ、町内の伝統文化の伝承が後継者不足に

より困難な状況も続いています。 

先人達が残した様々な歴史・伝統・文化をこれからも保護、育成するとともに、小中学

校の授業に取り入れるなど、次世代へ確実に継承できる環境づくりを推進します。 

 国指定天然記念物であるミヤコタナゴについては、役場、小学校、公民館、月の沙漠記

念館に展示し、保護の重要性を啓発しています。今後も各施設において適正に管理し保護

増殖に取り組みます。 

歴史民俗資料館では、収集した資料等を活用し企画展を開催しています。より魅力ある

企画展の開催に努めるとともに、海女文化の振興や五倫文庫に所蔵された国内外の教科書

等も含め、貴重な資料の適正な保管、管理に努めます。 

 

《取組む施策》 

① 文化財の保護・育成に取り組みます 

■文化財の保護・記録に努めながら、より効果的な情報発信方法を検討するとともに、

子ども達の教材としての活用機会を増やします。また地域内外の人々が町特有の文

化、歴史に接する場の拡充を図り、広く住民の文化・スポーツ活動を支援します。 

■国指定文化財のミヤコタナゴについては、関係機関や団体等と連携し、専門的な知

識や見地からの意見をいただきながら、保護、増殖に努めます。 

■歴史民俗資料館において、住民参加型の企画展を開催し、展示物の充実を図るなど、

郷土の歴史と文化の継承を図ります。 

■高齢者と子どもたちの触れ合いにより、知恵や技術、文化を次世代に継承する環境

づくりに努めます。 

 

６ 文化を継承するちから 
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【交流事業】 
《現状と課題》   
 本町は、メキシコ合衆国・アカプルコ市と姉妹都市提携を行っているほか、メキシ

コ友好親善使節団の派遣、また平成２１年度の日墨交流４００周年事業での様々な取

り組みを開催した際に、新たにスペイン国との交流も開始され、国際交流の推進に努

めてきました。今後も、こうした活動を中心に、より住民の国際認識・理解の醸成を

図ることが必要とされます。 

 国際交流の目的は、国際的な相互理解の促進と相互尊重にあり、今まで以上に、ス

ペインやメキシコと友好の絆を深める必要があります。現地メキシコには、本町とメ

キシコとの交流の架け橋となった日本人やその子孫がおり、現在までの交流を支えて

います。こうした取り組みや４００年前の誇り高い史実を後世に伝えるとともに、引

き続き、交流による相互理解が必要となっています。相互の語学を理解することはも

ちろん、御宿の文化やメキシコ・スペインの文化を互いに尊重し、地域の活性化や国

際的視点に立った地域の見直しが求められます。 

さらには、郷土愛の育成、自治意識の向上といった国際交流活動の成果をより一層

住民生活に還元し、世界に開かれた御宿を実現することが求められます。そのために

も、国際交流や国際協力に関連する国際交流協会や住民団体と行政とのさらなる連携

をはかる必要があります。 

  野沢温泉村との交流事業については、昭和５１年から中学１年生による海山交流

事業を継続的に実施します。一般交流等の実施については、野沢温泉村との協議によ

り見直しを行う必要があるなかで、それぞれの住民が自発的な活動として人的・産業

間交流を行えるような支援策を展開していくことが重要です。 

 

《取組む施策》  

①② 国際交流事業 

■メキシコ・スペイン等との文化的な交流を引き続き実施していくとともに、御宿町国際交流

協会や住民が主体となる交流の機会づくりを推進します。 

■町全体で外国の歴史・文化・風習などに関する国際理解の学習を進め、国際感覚の豊か

な人づくりに努めます。 

■御宿町は、日本・メキシコ・スペイン三国交通発祥の地であることから、三国の文化交流の

拠点づくりを長期ビジョンとして進めます。 
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③ 長野県野沢温泉村との交流 

■中学１年生を対象とした「海と山の子交流会」は、野沢温泉村と御宿町の交流の象徴的な

事業となっています。海と山双方での違った文化を体験し、社会的視野を広めることで自

らの町のことを知り、また様々な違いを理解する有意義な交流となっています。この交流を

始まりに、世代を越えて町と村との様々な分野での交流へと発展していくよう、今後も継続

し、友好を深めていきます。 

■イベントなどを通じた産業間交流の機会の充実を図るとともに、町内の地域資源や文化・ス

ポーツなどの多様な活動を住民が主体となって交流できるように努めます。 
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景景観観美美化化とと自自然然環環境境をを  

活活かかししたたままちちづづくくりり  
 

 
 

【ごみ・汚水処理】 
《現状と課題》 

ごみについては、御宿町は一人当りのごみの排出量が平成２１年度において年間 

１，４０３ｇと県内で一番多い状況でした。そのため、ごみの減量化を推進するため

のひとつの手段として、指定ごみ袋制度を平成２４年度に導入しましたが、今後更な

るごみの減量化を推進する必要があります。 

なお、生ごみについては、生ごみを堆肥化するコンポスト及び生ごみ処理機の購入

者に補助金を支給しています。減量化促進のため、今後どのように各家庭に普及させ

ていくかが課題です。 

また、清掃センターは建設から２８年が経過しており、この間、定期的に修繕し適

正能力の維持に努めていますが、老朽化が進行していることから広域ごみ処理施設の

早期建設、現清掃センターの閉鎖処理及び跡地の活用方法が課題です。 

汚水処理については、町における汚水処理の方法について、地域の特性を考慮し、

総合的に検証する必要があります。ただし、水質の問題もあることから、当面は合併

浄化槽をいかに普及させるかが課題です。 

旧火葬場については、昭和４８年から平成１１年３月までの２６年間運営してきま

したが老朽化により閉鎖し、現在火葬業務はいすみ市に委託をしています。火葬施設

は既存していますが、老朽化が進行していることから、適切に閉鎖（撤去）する必要

があります。 

《取組む施策》 

① ごみの減量・再資源化を推進します 

■広域ごみ処理施設稼動までの間、御宿町清掃センターの適正能力維持のため定期的

な修繕を実施します。 

■広域ごみ処理施設稼動に伴う御宿町清掃センターの閉鎖及び跡地の有効な活用方

法を検討します。 

■平成２４年度に定額制からごみ排出量に応じた費用負担が生ずる指定ごみ袋制に

変更を行ったことにより、１人当りのごみ排出量を平成２８年度までに     

１，３００ｇ、平成３７年度までに１，２５０ｇに削減することを目標に取り組み

ます。 

良良良好好好ななな生生生活活活環環環境境境ををを支支支えええるるるちちちかかかららら   ７７７   
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■ごみの減量化に取り組むためのコンポスト・生ごみ処理機の各家庭への普及促進に

ついては、おしらせ版及び広報により住民に啓発を図ります。 

■定期的な環境ニュース等の発行によりリサイクル可能物のリサイクルの徹底推進

及び不法投棄は犯罪であるとの啓発を実施します。  

■海岸ごみの減量化を推進するため、ごみの持ち帰り運動ポスターを作成・掲示しま

す。 

■不法投棄防止対策については、現在５名の不法投棄監視員に町内監視をお願いして

いますが、広報等により住民すべてが監視員であるとの意識啓発を実施します。 

 

② 各家庭からの排水の浄化を推進します 

■堺川生活排水処理施設は、昭和６３年の竣工であり建設から２４年が経過しており

老朽化が進行しているため、定期的な点検及び修繕必要箇所の修繕を実施し同施設

の適正能力の維持に努めます。 

■河川浄化と海の自然を守るために、各家庭からの生活雑排水の浄化を推進する必要

があります。そのため、各家庭の単独浄化槽・汲み取り便槽を合併浄化槽へ転換す

る事業を推進するとともに、河川の水質調査により水質浄化の進捗を把握し、各家

庭へのろ紙の配布など水質浄化対策に取り組みます。また、浄化槽管理者には適正

に浄化槽を使用していただくため、広報等を通じて浄化槽の保守点検及び清掃の必

要性について啓発します。 

■地域の特性や地域住民の意向を考慮し、効率かつ適正な汚水の処理方法を選定する

ために「御宿町汚水適正処理構想」を見直し、作成します。 
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【環境保全】 
《現状と課題》 

 海岸美化については、各海岸線を清掃するため清水川及び堺川の河口を渡ることが

出来る牽引式ビーチクリーナーを平成１４年度に導入し、効率的な海岸清掃を実施し

ています。また、海岸線に打ち上げられた漂流物及び道路上の倒木等の撤去を、ホイ

ールローダーを使用し迅速に対応しています。 

 町では、今後もホイールローダーとビーチクリーナーを安全に活用するため、定期

的な点検整備を確実に実施していくことが必要です。また、ホイールローダーとビー

チクリーナーを操作するオペレーターの確保が課題です。 

 ミヤコタナゴ生息地の環境整備については、イノシシ及び鹿等の野生動物の出現が

ミヤコタナゴ生息にとって大きな脅威であり、この野生動物の出現をどのように防ぐ

かがミヤコタナゴ生息地の環境整備に関して大きな課題です。 

 また、御宿町内における美化推進については、現在環境整備員を配置し海岸及び公

衆トイレ等を含めた町内全域の環境美化を推進しています。 

 その他７月・８月を除いた毎月「町民清掃」の日を設け、地域住民による町内の美

化を推進していますが、参加者の多くが中高年層であるため、若者の参加をどのよう

に促すかが課題となっています。  

 協働手法については、自治会におけるボランティアやサーファー等による海岸清掃

を実施していただいていますが、さらに多くの住民による地域ぐるみの環境美化にど

のように取り組んでいくかが課題です。 

また、良好な景観形成を計画的に進めるため、平成２３年４月より景観行政団体と

なりました。景観資源を有効に活用しながら魅力的な地域づくりを推進するため、景

観計画の作成や景観条例の制定について協議・検討が必要です。 

 

《取組む施策》 

① 海岸美化を推進するため、ホイールローダー・ビーチクリーナーの適正能力を維持します 

■ホイールローダーは、経年劣化により平成２３年度に車両更新を行いました。また、

ビーチクリーナーについては、定期的な点検整備を実施し、適正能力を維持します。 

■ホイールローダーにてビーチクリーナーを牽引し作業を行うためには、大型特殊免

許・牽引免許・車両系建設機械運転技能講習終了証が必要となります。この３種類

の資格を有する臨時職員を確保し雇用します。 

 

①－２ 地域ぐるみの町内美化を推進します 

■環境整備員を配置し、町内の美化に努めます。  
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■町民清掃において幅広い年齢層の参加を促進するため、各行政区の区会等で若年層 

に参加を呼びかけ自発的な美化活動を実施します。また、別荘や空家等の敷地内に

雑草や樹木が繁殖している場合、土地所有者へ伐採依頼の文書を送付し町内美化の

維持管理に努めます。さらに公衆トイレに町内小学生が作製した利用マナー啓発ポ

スターの掲示を検討します。 

■犬の排泄物の後始末徹底のため、広報・おしらせ版の他啓発看板を設置し飼い主の

モラル向上に向けた取組として排泄物処理用袋を配付します。また、犬の排泄物処

理用袋に事業所・企業の宣伝として掲載する有料公告の検討をします。 

 

② ミヤコタナゴ生息地の環境の整備を推進します 

■ミヤコタナゴ生息地における野生動物による被害を防ぎ、自然繁殖していくための

環境を保全していくため、防護柵の設置や水路整備、主要な水田の耕作や休耕水田

の草刈りにより生息環境を整えます。 

■ミヤコタナゴの息む自然環境を活かした保全活動を通じ、生き生きとした里山の地

域づくりを進めます。 

 

③ 景観形成を計画的に進めていきます 

■景観計画の作成や景観条例の制定については、景観に関するまちづくりを進める基

本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な施設の保全や整備の方針、景

観形成に関わる基準等をまとめ、町が有する歴史や文化、住民の生活及び経済活動、

自然との調和を基本に、調査、研究等に取り組みます。 

 

④ 再生可能エネルギーを活用したまちづくりを検討します 

■国や県の施策に基づく再生可能エネルギーの活用について検討します。 
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【水資源】   
《現状と課題》   

 御宿の水は、先人たちが営々と引き継いできた農地・森林等で涵養された地下水やダム、

溜池、河川表流水に支えられています。近年は農業者の高齢化による農地・森林の管理不

足によって水の涵養機能の低下が懸念されるほか、耕作放棄により、今まで保たれた水の需

要と供給のバランスが崩れる恐れがあります。引き続き水資源を安定的に確保し、利用できる

ようにするため、農業地域や森林地域のそれぞれに、地域に適した水涵養の取組みを行っ

ていく必要があります。 

農地は、食糧を生産するほか地下水涵養等多面的機能を持っていますが、農業者の高齢

化等によって遊休農地が増加しているため、早急に解消することが課題です。また、水田に

ついては、大雨時の一時貯水機能を有しています。農地の適正な維持管理によってこれら

の機能を保全していくとともに、多面的機能を有する農地の保全を図るため、農業用水路や

溜池などの基盤整備と適切な維持管理も併せて必要とされています。 

森林は、地域住民の生活に密着した里山及び竹林から林業活動が積極的に実施され、

人工林帯さらには天然広葉樹林帯まで幅広い林分構成となっています。しかしながら、現在、

実谷地区は、水源涵養等の機能を有する森林が密集していることから、機能高度化と優良木

材の生産を促進することが求められます。特に、水源涵養等公益的機能を有する森林につ

いては、災害に強い基盤の形成、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・

間伐が必要とされます。今後も水源の保全のため、維持管理については、町が地域住民や

各組合と協力して保全活動を推進していく必要があります。 

 

 《取組む施策》   

① 農地が持つ多面的機能を保全します。 

■溜池等を適切に維持管理するため、老朽化している施設については農業者及び地域住

民等による受益者とともに補修や更新に努めます。 

■中山間地域総合整備事業により、農業用水路、排水施設の設置及び整備区域のブロック

毎に揚水機場が設置されましたが、その他の水利施設も含め、各組合や地域住民が計画

的に補修・更新できるよう、維持管理体制の強化を進めます。 

 

② 水源涵養林の保全 

■御宿町森林整備計画に基づき、水源涵養機能を有する森林の公益的機能の発揮を重視する

ため、森林台帳の整理を実施するとともに、森林所有者に対し樹根及び表土の保全を促し、下

層植生の発達や林木の成長を図るため、適切な保育を促進します。 

■水源涵養林の保全のため、小規模林地開発行為等の事業や無許可の伐採の監視・指導を行

うとともに、定期的なパトロールを実施します。 
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②－２ 水源水質（公共用水域）の保全、良質な水源水質を確保します 

■水源の水質保全は、住民の健康と快適な生活環境を守るだけでなく、自然や農林業、水

産業といった産業まで関わるものです。廃棄物処理施設や工場、開発等の管理、生活排

水対策を含め水質保全に対する啓発を実施し、河川などの常時監視や定期的な水質調

査を実施するとともに生活排水対策の推進、 河川の自然浄化能力の向上など総合的な

水源水質の保全に取り組みます。 

また、環境教育・学習を推進するために、学校においてのみならず、地域、ボランティアな

どとも積極的に関わり、環境問題に取り組む人材の育成に努めます。 
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【道路交通網】 
《現状と課題》 
道路交通網は、日常生活や各種産業を支えるとともに、地域間の連携を強化する上

で重要な役割を果たしています。本町の道路網は、町内を南北に走る国道１２８号線、

それに接続する県道４路線を中心に形成されています。 

町道については、幹線道路と生活関連道路により形成されています。舗装率は高い

ものの道路幅員、道路排水、交通安全施設等の整備が必要な道路が多いため地域住民

との調整を行いながら整備することが重要です。また、道路の段差、歩道、側溝蓋等

のバリアフリー化が必要です。老朽化に伴う橋梁や道路、各施設等も計画的な整備が

必要になります。 

道路を維持管理していく上では、草刈・側溝清掃など、これまで地域住民の協力を

得て実施してきましたが、高齢化等により困難になってきました。今後は、業務委託

をはじめ、ボランティアの協力や臨時職員等の活用も検討する必要があります。 

 

《取組む施策》  

① 安全・安心な道路整備を計画的に進めます。 

■通学路等を中心に道路の危険箇所を再度検証し、道路の拡幅及び歩道の設置を検討 

します。 

■総合的な道路網形成のため県及び関係市町村と協力し、地域高規格道路「鴨川・大 

原道路」の計画路線への格上げ、県道勝浦布施大原線バイパスの早期完成、さらに、

渋滞緩和に向けた対策について要望します。また、町内における道路についてもあ

わせて検討します。 

■老朽化に伴う橋梁の改修を「道路橋の長寿命化のための修繕計画」に基づき、計画

的に実施します。 

 

② 日常生活に密着した生活関連道路の維持管理を行います 

■生活関連道路の殆どが舗装済みですが、老朽化が著しく、ひび割れ等により水溜りがで

きている箇所については、順次、舗装修繕を実施します。 

■効果的な路面排水の処理を行うために、道路側溝の設置の有無や処理能力を検証し、順

次設置・補修を行います。 

■幹線道路の草刈り・側溝清掃等を定期的に実施するとともに、アスファルト常温合材や

側溝蓋等の土木資材を購入し、住民の要望に対し迅速に対応します。 

８８８   生生生活活活基基基盤盤盤ををを向向向上上上さささせせせるるるちちちかかかららら   
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■日ごろから道路パトロールを実施します。また、町職員や各区からの情報提供などによ

り、道路施設の損傷等に迅速に対応します。 

 

【鉄道・バス路線】  
《現状と課題》 
平成２２年度のＪＲ御宿駅の１日平均乗車人員は６３９人で、２５年前の昭和６０

年度の１日平均乗車客数１，４９１人から大きく減少しています。 

御宿高校の廃校や観光客の減少、また、他の交通手段の発達等が原因と思われます

が、ＪＲ外房線を含めた千葉以東の線区でも利用客数が減少傾向にあり、特急電車や

快速電車の運行本数が減少しています。 

町では、千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟に加入し、複線化等の施設整備、運行

の見直しや駅舎の改修等、利便性の向上について、県内団体で統一的にＪＲ東日本本

社や千葉支社へ継続的な要望活動を行っています。駅舎については、平成２１年に改

築されましたが、今後も、特急・快速列車の運行面や普通列車の増発等ついて継続的

に要望活動を行い、鉄道利用者の利便性向上を図る必要があります。 

またバス交通については、自家用車の普及等によりバス利用者が減少したことから

民間の路線が廃止され、この代替として町は七本地区から御宿駅の区間で運行してい

ますが、運行本数も少ないため利用者数は減少傾向にあります。今後、高齢化の進展

に対応するため、町内巡回バスの運行等について早急に検討を進める必要があります。 

また、民間の運行業者により町公民館前から東京駅方面への高速バスが運行してお

り、利用者は年間３，０００人を超えています。都心部への有効な交通手段の一つで

あることから継続的な運行について路線の維持が求められます。 

 

《取組む施策》 

① ＪＲ外房線の利便性の向上を推進します 

■御宿駅の利便性向上やエレベーター設置等のバリアフリー化を進め、通勤・通学時

間帯における普通列車・快速列車の増発・増結等について県内団体との連携により

要望活動を行います。 

 

② バス運行の利便性の向上を図ります 

■地域におけるバス交通の充実に向け、町内巡回型のバス路線の運行について検討を

進めます。 

■東京都心部への有効な交通手段の一つである高速バスについて、継続的な運行を要

望し路線の維持を図ります。また中房総観光推進ネットワーク協議会による圏央道

及び新規バスターミナルを活用した観光振興計画を進め、御宿への誘客を図ります。 
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【住宅】   
《現状と課題》  
町では、建築物の耐震化を促進し、地震災害から町民の生命及び財産を保護するこ

とを目的に平成２２年３月に御宿町耐震改修促進計画を策定しました。今後、震災に

強い街づくりを計画的に進めていく上で支援等することが求められます。 

町営住宅について、町には、３団地５４戸あります。平成１１年度に富士浦団地の

建替えが終了し、矢田団地も平成２２年度に全棟の屋根防水修繕工事を終了しました

が、築後３５年が経過しています。特に、岩和田団地においては老朽化が進んでいる

ことから、対応が急務となっています。今後、住宅の長寿命化計画に基づく協議、検

討を図っていかなければなりません。 

また、家賃滞納者への対応として、訪問・電話催告・分納誓約書の提出を引き続き

継続して行い収納率の向上に努めます。 

 

《取組む施策》 

① 地震災害に強い街づくりを進めます 

■震災から命を守るため、耐震、耐火等の防災能力の向上と町民の意識啓発が必要です。

このことから、耐震診断・改修等の助成を行い、震災に強い住宅及びやさしい街づくりを目

指します。 

■平成２２年に作成した耐震改修促進計画も平成２７年以降の対策について、協議検討を行

い、計画の修正及び耐震等の周知啓発を実施します。 

 

② 町営住宅の長寿命化計画を策定します  

■町営住宅長寿命化に関わる必要な調査検討を行います。計画については、建替え、用

途廃止、継続判定、維持管理等の方針を定め長期的な維持管理を実現するとともに、

コスト削減を含めた計画を進めます。 

■滞納者への対応を各課で連携し、滞納整理に努めます。また、「町営住宅使用料滞納 

整理事務処理要綱」を整備し、適正な管理を図ります。 
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【水道】 
《現状と課題》 
御宿町の水道事業は、衛生的かつ快適な日常生活に必要な安全でおいしい水を供給

しています。 

給水状況としては、毎年数十戸の増加が見られますが、１戸当りの使用水量が減少

しているため、全体での有収水量（収入になる水量）は横這いの傾向にあります。 

経営面においては、景気の回復は明らかではなく、人口の減少も更に進むと想定さ

れることから、大幅な給水収益の増加は期待できません。 

水道施設については、建設・拡張の時代から維持・継続の時期を迎えています。給

水開始から３５年近くが経過した各施設は、老朽化が進み、能力の低下が見られます。 

こうした厳しい状況を踏まえ、健全な経営を維持、継続するため、経営健全化計画

を策定し、今後の見通しを明らかにすることにより経営の安定を図る必要があります。 

経営安定を継続するため、今後も一般会計からの繰入を必要とする一方、本来の運

営資金源である水道料金の見直しが必要です。 

さらに、未収金の解消等に向け、徴収体制を強化する必要があります。 

老朽化した施設については順次、更新または修繕する必要があります。また、鉛管

交換事業の継続的な整備も必要です。 

安全でおいしい水を供給するために実施してきました配水本管の洗浄は、赤水対策

として効果を得ていますが、赤水による損害が発生した場合の補償等については対策

が必要です。 

有収率（有収水量／給水量）については、漏水調査及び漏水修繕により良好な状況

にありますが、今後、新たな漏水の発生により低下する恐れがありますので、有収率

の変化に注意し、必要に応じ調査の実施及び迅速な修繕が必要です。 

 

《取組む施策》  

① 経営健全化計画を策定します。 

■会計制度の改正を期に、経営の現状をとらえ、今後想定される人口の減少やこれに伴

う需要の動向を踏まえた健全な経営を維持、継続するため、経営健全化計画を策定

し、今後の見通しを明らかにすることにより経営の安定を図ります。 

 

①－２ 一般会計からの繰入、水道料金の見直しにより経営の安定を図ります。 

■経営安定を図るため、経営健全化計画において今後も一般会計からの繰入を継続す

るほか、水道料金の見直しを行います。また、新規加入を促進するため未加入世帯

に対し、随時加入を勧めます。 
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■負担の公平性を図るため、徴収担当職員を配置し、長期高額滞納者に対する停止処

分や不能欠損処理等を進め、徴収体制を強化します。 

 

② 更新時期を迎えた施設の計画的な改修を実施します。 

■老朽化した施設の安全性確保や将来的負担の増加を抑制するため、経営健全化計画によ

り今後の人口や水需要の動向を踏まえた、施設の改修、更新を実施します。 

■御宿町が受水している南房総広域水道企業団が利根川からの導水に利用している房総導

水路及び南房総導水路の施設整備事業、大多喜浄水場の非常用電源設備の整備、老朽化

した施設の更新、主要施設の大規模耐震対策を進め、受水の安全と安定を図ります。 

 

②－２ 赤水抑制のため配水本管の洗浄を実施します。 

■配水本管の洗浄は、赤水に対し効果がありますので、今後も継続的に実施します。また、

万一、赤水による損害が発生した場合の補償についての対応や保険等の対策を講じ

ます。 

 

②－３ 有収率の変化を捉え漏水調査を実施、給水の効率を維持します。 

■有収率の監視を継続的に実施していきますが、漏水は今後も発生するものと推測できる

ため、必要に応じ漏水調査と漏水修繕を実施します。 
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【河川管理】  河川環境を整え、安全・安心かつ潤いのある暮らし

へ《現状と課題》  
本町を流れる河川は、市街地を縦貫する２級河川清水川を中心に準用河川３本、普

通河川５本の河川があります。 

河川は、農業・水道などに使用するための利水としての役割、自然空間として潤い

や安らぎを与えてくれるとともに、生物の生息・生育環境の場所としての役割、洪水

被害を与えないように安全に海まで流す治水としての役割を担っています。 

本町を流れる河川も同様で河川の役割を果たすために調和のとれた総合的な河川管

理に努めていく必要があります。しかし、耕作放棄地の増加等により隣接する河川の

維持・管理が今までのように行き届いていない状態にあります。 

今後は、適正な維持・管理を行うため改修計画の策定や地元ボランティアの活用な

ど様々な方向から検討します。 

また、公民館前清水川周辺の整備については、河川管理者である夷隅土木事務所に

よる清水川水辺環境整備計画に基づいた環境整備が行われてきましたが、平成１８年

度の整備以降、実施されていない状況です。 

町としては、夷隅土木事務所に対する環境整備事業の実施について、今後も要望し

ていきますが、地域住民ができる範囲の環境美化事業については、夷隅土木事務所と

の協議のなかで積極的に取り組み、自然環境と調和した町づくりを進めていくことが

求められます。 

 

《取組む施策》 

① 計画的に治水対策を実施します 

■洪水による被害を防止するために普通河川清水川の現況調査業務に基づき、洪水原因

の解消に努めます。 

■総合的な河川管理のため県との連携を強化し、２級河川清水川の維持・管理を迅速に対

応します。 

■河川災害復旧事業による災害箇所の復旧工事について、迅速に対応します。 

 

② 自然環境と地域ニーズに対応した計画的な環境整備を図ります 

■公民館前清水川周辺の環境整備については、夷隅土木事務所に対し早期完成に向け

た事業実施を要望するほか、地域ボランティア等による清水川沿いの植栽や美化活

動については、夷隅土木事務所と協議したなかで進めます。 
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【公園緑化】  行政基盤の強化と多様な主体による協働のまち

《現状と課題》  
当町では、月の沙漠記念公園やメキシコ記念公園、サンドスキーといった観光公園

のほか、遊具が設置してある児童遊園や、住民が憩いまたは遊び・運動を楽しむため

の公園を整備しています。 

各種公園については、豊かな緑に囲まれた自然の公園として残されている貴重な財

産であり、住民生活に憩いと安らぎを与えます。こうした自然環境に恵まれた公園を

守っていくため、住民の理解と協力を得て、公園緑化の推進に努めるとともに、山林

などの自然緑地や公園の景観について、住民ニーズに応じた維持管理や環境保全を図

っていくことが重要です。月の沙漠記念公園やメキシコ記念公園は各テーマに沿って、

時代に対応した環境づくりや景観形成が必要となります。また、現在ではサンドスキ

ー場としては活用していない砂山公園については、他にはない自然環境を維持しなが

ら、恵まれた景観を地域資源として活用できるよう取り組んでいく必要があります。 

児童遊園については町内に点在していますが、少子化の影響などから利用者は少な

くなっています。設置してある遊具については経年劣化しているものも多く、安全性

に疑問のあるものについては撤去し、残された遊具については、各区との共同管理体

制を強化し、良好な維持管理に努めていく必要があります。 

御宿台中央公園については、町での定期的な草刈等の整備のほか、御宿台地区の販売・

管理会社の協力や地域のボランティアによる活動も行われ、環境・景観の美化に努めていま

す。今後、多くの方に利用していただくため、ベンチやトイレの案内看板の設置等、利便性の

向上が必要です。また、町には駅周辺において小休憩ができるような憩いの広場として

の公園がないため、整備が求められます。 

 

《取組む施策》  

① 公園の緑化活動に努めます 

■住民ニーズに対応した公園の活用方法を構築するとともに、住民や観光客の散策の場と

して、計画的なレクリエーション道や公園の整備及び維持管理を実施します。 

■公園を利用した自然観察会やスポーツ事業に関係団体と連携して取り組み、緑や自然環

境に対する住民や観光客の意識の高揚に努めるとともに、多くの住民や観光客が公園を

活用できるよう環境づくりを促進します。 

■町内全域が公園であるという認識に立ち、清掃管理の徹底や街路整備、ボランティ

アによる桜の植栽・管理を実施するとともに国道・県道・町道を遊歩道で結ぶ全町

公園化を長期ビジョンとして進めます。 
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② 児童遊園遊具の維持管理 

■各区との共同管理体制を強化し、良好な維持管理に努めます。 

 

②－２ 御宿台中央公園の整備に努めます 

■御宿台中央公園の環境や景観の美化に努めるとともにベンチや案内看板の設置等により

利便性の向上を図ります。 
 

③ 駅周辺の公園整備を推進します 

■清水川周辺については、夷隅土木事務所において、河川管理における治水・利水のほか、

環境整備の面から、清水川水辺環境整備計画が策定されており、植栽等の面については、

関係各課と協力し、計画の推進を図ります。 
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地地域域のの強強みみをを活活かかししたた  

賑賑わわいいああるるままちちづづくくりり  

  
 

【観光】  
《現状と課題》   

高齢化の進展、自由時間の拡大など、人々の心にゆとりを持てる社会づくりの必要

性が高まる中、観光においても町主導の従来型イベントから町民主体への観光イベン

ト、体験・学習を伴う観光への需要の高まりなど、住民・観光客のニーズも多様化し

ています。また、駅前観光案内所、月の沙漠記念館及びおんじゅくウォーターパーク

等の観光施設においても、観光を巡る社会・経済環境の変化による影響を見据え、観

光客の属性やニーズに対応した取組が求められます。 

当町においてはイメージキャラクター「エビアミーゴ」を活用した観光ＰＲや観光

パンフレットの作成・配布を行い、観光振興の充実に取り組んできました。しかしな

がら、夏期以外は隣接する市町と比べ、集客力は十分に発揮されていません。観光の

イメージを向上するため、近隣市町との連携強化はもちろん、観光業や他業種と情報

共有し、観光資源を国内外に広報宣伝して誘客する取組みが必要とされます。 

御宿には、観光資源として海・山・川等の自然環境のほか、食・史実・神社・仏閣、

伝統文化、歴史資料等が豊富にあるだけでなく、住民の中にもこれに関する知識や技

術を有している人材が多く住んでおります。こうした人々の力を結集し、住民が主体

となって観光に関わることで、観光客におもてなしができるよう住民の観光に対する

意識を高めるとともに、観光関連団体や観光施設の受け入れ態勢の整備を図る必要が

あります。 

 

《取組む施策》  

① 観光資源の発掘と観光ニーズの対応を目指します 

■現在実施しているイベントについて、住民ニーズを反映し、人々が参加しやすいイ

ベントへと段階的に取組むとともに、関係団体による主体的な取組を促進し、新し

い観光資源の掘り起こしや魅力の創出を支援します。 

■観光振興による地域活性化や観光ニーズの多様化に対応するため、住民や関係団体

等との連携による新たな観光資源、体験・交流観光プログラムの開発等、ニューツ

魅魅魅せせせるるる観観観光光光のののちちちかかかららら   ９９９   
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ーリズムを創出します。 

■観光地として、御宿らしい独自性を出し、オリジナルな観光イメージを創作すると

ともに、観光地のブランド化を目指します。 

■温泉まちおこしについて、関係団体を支援し、ともに取り組みます。 

■おんじゅくウォーターパークの利用を促進するため、夜間運営やくつろげる場の提

供について検討します。また、指定管理者制度の導入を進めます。 
 

② 観光資源のネットワーク化を図ります 

■自然・歴史・観光資源を巡るお勧めの周遊ルートを設定するとともに、自然公園のジオ・

パーク認定を検討し、国内外に広くＰＲし、情報の提供に努めます。 

■周遊ルートや自然公園内の整備や観光拠点におけるサイクリングターミナルの整備等、

町内を徒歩・自転車で巡りやすい観光地づくりを推進します。また、近隣の市町へのレ

ンタサイクル場の設置や乗り捨てのできる仕組みづくりに取り組みます。 

■現在、設置されている老朽化した案内サイン看板や圏央道開通に伴うインターチェンジ

からの誘導サイン看板を新たに整備し、観光客の誘致を図ります。案内サインのデザイ

ンについては、景観に配慮したわかりやすいものを検討し整備します。 

■中房総観光ネットワーク推進協議会や外房観光連盟を活用し、広域的に観光情報を有効

に提供します。また、マスメディアをはじめとし、ソーシャルネットワーク等の情報コ

ンテンツを十分に活用して、時代のニーズに応じた宣伝・情報発信を実施します。 
 

③ 観光客の受け入れ体制の充実を図ります 

■月の沙漠記念館周辺において、高齢者や身障者に対応できる施設改修を図り、観光

客に優しい印象を与える施設整備を進めます。 

■観光施設の集客向上を図るため、住民や観光客のニーズに対応した観光施設を目指

し、月の沙漠記念館の改修を実施するとともに、入館料の見直しを検討します。 

■日西墨三国交通発祥記念碑への駐車場を新たに整備することにより、今まで駐車で

きなかった大型バスの駐車が可能となり、観光客の増加が見込めます。 

■おんじゅくウォーターパークの施設整備を定期的に実施し、住民や観光客が安心し

て安全に利用できるよう施設管理を図ります。 

 

④ 地元産品を活用した地域振興に取り組みます 

■観光客に町の観光案内や自然・歴史・文化等の説明を行う観光ボランティアガイドの育

成について検討するほか、御宿の個性を活かし、観光客をもてなすことで、「御宿にま

た来たい」と思わせることができる取り組みを促します。 

■農林水産業や商工業と連携し、特産品の開発を進めるとともに、商品のパッケージや保

存方法等についても新技術を活用していきます。また、観光ＰＲや販売ルートの確保・

充実を図り、観光客等の満足度を高めて、御宿の魅力を向上させます。 
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【農林業】   
《現状と課題》   
 農業者の高齢化、農作物の価格低迷による就農率の低下、有害鳥獣被害などさまざ

まな要因により農業者の生産意欲が減退し、農地、里山への「人の働きかけ」が減少

したことから遊休農地の増加や里山の劣化につながっています。 

 食の安定供給をしていくため、個人から集落営農や生産法人へ転換し、農機具など

の集約による経営合理化や規模拡大、作物選定による生産単価向上に向けた取り組み

や定年帰農者、青年就農者等の受入れについて農業委員会、地域農業者とともに協議

し支援していく必要があります。 

 一方、農地及び里山の利用について、中山間地域総合整備事業による生産基盤整備

及び地区農家や地域住民が一体となって農地や農業用施設の維持管理だけでなく花木

の植栽など環境保全活動の取り組みについては継続し、この他、有機資源の循環利用

や飼料作物生産等の耕畜連携を推進していく必要があります。 

 また、「人の働きかけ」の減少を解消するため、観光とタイアップした景観形成活動

や自然観察会を行うなど地域や都市との交流事業を推進し、農家と様々な主体を結び

つけ、遊休農地再生、里山利用、有害鳥獣による被害の軽減につなげるとともに、訪

れる人たちの楽しみの創出、農村部への理解・協力を得ながら、農業者の生産意欲醸

成や生きがいづくりを支援することで持続可能な農業へつなげていく必要があります。 

  

《取組む施策》  

①②③ 新規就農者受入と組織化と営農の安定化対策 

■農業の効率的経営に資するため、集落営農・法人化に向けた取組みに対し、相談や

千葉県農業会議等専門機関との調整を図ります。 

■国の実施する認定就農者制度利用者の受入を行う環境を農業委員会及び地域農業者

とともに、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）において地域ごとに定め、

町独自で制定した空き農地バンク制度を活用した将来の効率的かつ安定的な担い手

の確保に努めます。 

■やる気のある農家や法人の経営規模の拡大、事業の改善を支援するため、農業近代

化資金等農業制度資金利用者に対し利子補給を行います。 

■人との触れあいや食に関する様々な体験を通じて、郷土意識を育みながら、「農業へ

の理解」や「食の大切さ」を学ぶ取り組みを推進します。 

賑賑賑わわわいいいををを生生生むむむちちちかかかららら   １１１０００   
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■「農産物」に対する不安解消のための情報提供と「食」の安全や安心の確保に向け

た取り組みを推進します。 

■耕地面積が少ない御宿の地域性を考慮し、少量多品目生産によるパッケージ化や希

少品種生産、水稲・花卉などの生産体制、効率化の検討を農家とともに行います。

また、交流人口の多い御宿町の特性を活かした直売所・直販・市場出荷など、販売

流通経路の構築に努め、農業者の安定生産を支援します。 

■農業体験農場や体験など着地型プログラム等による付加価値農業を推進します。 

 

④⑤ 持続的農地の保全・環境保全向上対策 

■中山間地域総合整備事業による生産基盤整備を引き続き実施します。 

■中山間地域等直接支払制度、農地・水環境保全向上対策事業など国の実施する制度を利

用しながら、地区農家や地域住民が一体となって協定を結んだ農地や地域環境保全活動

に対し、５年を期間として助成を行います。 

■持続的な農業に資するため、イノシシ、シカ、アライグマなどの捕獲、被害防止、緩衝

地帯の整備を柱として有害鳥獣対策を実施します。 

■農業を取り巻く環境が大きく変化しているなか、農業政策の骨格ともいえる農業振興地

域整備計画を現状に即して見直し、未来へ引き続く農業振興に努めます。 

■耕種農家による飼料作物生産、畜産農家からの有機資源活用など連携強化を図り、自然

にやさしい循環型体系の構築を推進し、遊休農地の解消等農地の利用増進を図ります。 

■部田前など遊休農地の再生利用について、農業委員会、地権者と協議するほか、景観作

物等作付による観光利用についても関係団体と協議を進めます。 

 

⑥ 里山環境整備と都市交流 

■里山地域の景観保全活動を地域住民や協力者と協議しながら推進し、里山の風景・自然

に触れ親しむことのできる整備を進めます。 

■農業体験農場や里山体験など着地型プログラムを観光事業者等と組み上げ、里山での地

域や都市との交流活動を推進します。 

■里山地域への交流を推進することで、宿泊・飲食事業者への地産地消の推進や生産から

加工までの６次産業化に取り組み、いきいき市場への門戸を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 
 
 

第
４
章 

 

前
期
基
本
計
画 

【水産業】 
《現状と課題》 
 町基幹産業である漁業においては、自然環境の変化が大きく影響し、温暖化による

水温上昇や水質悪化などにより、漁獲量が不安定で減少の傾向にあります。 

 また、長引く景気低迷による漁獲物の取引価格の低迷など安定した漁業経営、後継

者確保が難しい状況となっています。 

このため、経営合理化や魚価の向上を目的に市場統合、活魚水槽の設置、冷蔵庫改

修を行ったほか、漁業者の就労環境改善のため、岩和田漁港の物揚場の新設、護岸の

嵩上げ、水域の浚渫など漁港環境整備に努めてきました。 

 今後も、水質環境に変化がある中、資源管理型漁業を重点に、魚礁の設置等漁場整

備を行いながら、稚貝や稚魚の種苗放流や規格外再放流など継続的に支援することに

よって、漁場・漁獲の維持・向上を図っていきます。併せて、漁業者の経営安定のた

め、漁獲共済、漁業制度資金利子補給についても継続していきます。 

 一方、魚価の向上のため、千葉ブランド認定の伊勢えびやアワビなど主要漁獲物の

地産地消の推進、６次産業化の検討や持続的漁業振興のため、経営の組織化による後

継者対策に取組む必要があります。また、東日本大震災の影響による地域防災計画見

直に伴う千葉東沿岸海岸保全基本計画の見直しが想定されることから、海岸部の護岸

嵩上げなど計画の動向に併せた整備が必要です。 

 

 《取組む施策》  

①② 漁業資源の維持・向上に努めます 

■資源管理型漁業推進のため、アワビや伊勢えびの生息、繁殖環境を改善し、安定し

た漁獲量を確保するため魚礁を設置します。 

■アワビ等の自然繁殖が減少していることから、稚貝・稚魚の種苗放流をすることで

漁獲量の維持・増殖に努めます。 

■規格外の伊勢えび、サザエを市場で販売することなく再放流することで、資源の減

少を抑えるほか、カジメの老木を定期的に刈取ることで魚場環境の維持に努めます。 

■御宿・岩和田漁業組合や（財）海洋生物環境研究所等の関係機関との連携を強化し、

漁業資源の維持向上に努めます。 

■森林保全・海の森づくり事業を長期ビジョンとして進め、磯根資源を保護します。 

 

③④ 水産振興を推進します。 

■不漁等による漁業収入が減少した場合の損失を補償する漁獲共済加入者の掛金補助

を、国・県とともに行い、漁業経営の安定を図ります。 
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■生産施設等の整備拡充など漁業近代化を推進するため、制度資金利用者に対して利

子補給を行います。 

■観光イベント、宿泊・飲食業と連携し、主要漁獲物の地産地消を推進し、魚価の向

上に努めます。 

■生産から販売まで漁獲物に付加価値を付けるため、漁業協同組合と６次産業化を検

討し、いきいき市場への門戸を開きます。 

■漁業権域での資源管理型漁業を推進するとともに、共同経営や組織による漁業への

移行、新規就業者の受入体制について検討を行います。 

 

⑤ 漁港・海岸保全事業に努めます。 

■漁港施設の老朽箇所の修繕を計画的に行います。また、大規模な維持・補修に備えるた

め、千葉県長期計画に登録事務の準備を進めます。 

■登録漁船数の減少した御宿漁港の活用方法や運用について、指定管理者制度の導入も

含め検討し、施設の有効活用に努めます。 

■千葉東沿岸海岸保全基本計画の変更に注視し、必要に応じて海岸沿い護岸の嵩上工事

を行います。 
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【商工業】 
《現状と課題》   
高齢化や長引く不況など住民生活をめぐる状況が変化している中で、産業は、住民

の就労や所得の確保など、日々の暮らしを支える基盤であるだけでなく、町税収入を

生み出す経済基盤でもあります。まちの活力を生み出し、賑わいをもたらすことから

も、その安定した発展が課題となっています｡ 

町内の商業の状況を見ると、ほとんどが家族従業員型及び兼業型商店で、その規模

も零細・小規模なものが大半となっています。また、経営者の高齢化や後継者難とい

った問題もあります。既存の商店は、コンビニエンスストアの立地、近隣の大型店舗

の利用増大、テレビ、インターネットなどを含む通信販売などにより、集客力が低下

しています｡また、店舗の老朽化や後継者の不足などで、商店街や小売店は店舗数が減

少し、空き店舗が増えるなどの傾向が見られます｡ 

このように､商業経営環境は厳しいものがありますが、地域に密着した商業は、日常

生活の利便性や地域の活性化に欠くことのできないものであり、経営基盤の強化を図

るとともに、魅力ある商店づくりを行うことが必要です｡ 

当町の工業は、産業形態としては､大きな変化はありませんが、景気の低迷により規

模の縮小や従業員数の減少が現れています。既存の工場とその周辺地域と調和した環

境づくりや地域資源を活用した地場産業のＰＲを引き続き広く情報発信していくこと

が必要になります｡ 

企業誘致は､輸送条件の悪さや工場用地・工業用水の確保等が困難であることから、

町内への新たな企業の誘致は難しい現状にあります｡しかし､企業の立地は､企業の事

業革新や事業拡大をもたらすだけでなく、雇用の創出等につながることから、商工業

が持続的に発展していくために必要なことです。 

 

《取組む施策》  

① 商工業の活性化を図ります。 

■農業・漁業・観光など他産業との連携強化を図り、人の流れを呼び込むための体制

づくりに取り組み、商店が連携して共同事業に取り組むなど魅力ある商店街づくり

を促進するとともに、消費者の利便性の向上を促し地域経済の活性化を目指します｡ 

■地域や業種、世代間の交流活動の促進、町内の観光イベントへの積極的な参加を促

し、消費者との交流機会を拡充することにより、町内商工業の活性化を図ります｡ 

■空き店舗を憩いのスペースとして活用できるような新しい取り組みを構築し、各関

係機関と協力して商店街の活性化を促します｡ 
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■経営の安定化及び合理化、後継者の育成等を目的に、中小企業に対し利子補給金を

交付し、中小企業の振興を図ります。 

 

② 特産品開発とブランド化を推進します。 

■当町の農林業・水産業・観光業などの連携を強化し、特産品開発や商品ブランドの育成を

国の制度等を活用しながら､御宿産のブランドづくりを進め、各関係機関の持つ情報網を

活かして、開発した特産品の情報発信や販路拡大を目指します｡ 

■商工会婦人部が主体となって実施している、つるし雛事業の拡大に向け、住民や観光客

に対し、認知度の向上を図ることを目的とした支援を実施していき、つるし雛による地域活

性化を促進します。 

 

③ 商工会との連携を強化します  

■事業者の経営の安定と革新を図るため、事業者の経営基盤強化を促進し、経営相談

の充実やインターネットなどを活用した販売技術の向上のための説明会の開催等に

商工会と連携を強化して取り組みます。 
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